


明

治

前

期

に

お

け

る

日

本

の

国

家

間

賠

償

ｅ

轡
伊

藤

信

哉

①

国

家

間

賠

償

と

い

う

言

葉
は

一

般

に
、

講

和

に

際

し

て

戦

勝

国

が

獲

得

す

る

金

銭
を

連

想

さ

せ

る
。

し

か

し

歴

史

的

に

み

る
と

こ
の

言

葉

の

用

法

は
、

そ

の

よ

う

に

狭

く

限

定

さ

れ

た

も

の

で

は

な

か

っ

た
。

②

幕

末

か

ら

日

清

戦
争

の

前

ま

で

に
、

日

本

が

賠

償

を

支

払
っ

た

一

五

の

事

例

を

見

て

み

る

と
、

た

し
か

に
武

力

紛

争

の

あ
と

に
金

銭

を

支

払

っ

た

例

は

あ

る

（
た

と
え
ば
下
関
砲

撃
事
件
）
。

し
か

し
一

方

で
、

外

国

武

器

商

人

の

損

害

を

明

治

政

府

が

補

填
し

た

「
ス
ネ

ル

事

件
」

の

よ

う

な
、

紛

争

を

政

治
的

に

解

決

す

る

た

め

の

賠

償

の

例

や
、

嬢

夷
浪

人

が

イ

ギ

リ

ス

公

使

館

を

襲

撃

し
た

「
東

禅

寺

事

件
」

の

あ

と

支

払

わ

れ

た

よ

う
な
、

国

際
違

法

行

為

に

よ

る

損

害

を

填

補

す

る

た

め

の

賠

償

の

例

も
、

数

多

く

存

在

し

て

い

る
。

③

日

本
が

賠

償

の
受

領

国

と

な

っ

た

場

合

（
八

事
例
）

で

も
、

台

湾

出

兵

の

よ

う

な
、

武

力

紛

争

の

結
果

と

し

て

の

賠

償

の

例

が

あ

る

一

方
、

政

府

が

在

外

邦

人

を

保

護
す

る

過

程

で

相

手

国
か

ら

金

銭

を

受

け

と

っ

た

「
朝
鮮

人

参

没

収

事

件
」

や
、

領

土

の
授

受

に

際

し
、

そ

こ

に

存
在

す

る

日
本

政

府

の

公

有

財

産

の

対

価

を

賠

償

と

し

て

受

け

取
っ

た

「
樺

太

千

島

交

換

条

約
」

の
例

も

あ

る
。

１９９７
．
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第

二

章

日

本

が

賠

償

受

領

国

と
な

っ

た

事

例

一

台
湾
出
兵

二

樺
太
千
島
交
換
条
約

三

壬
午
事
変

四

萬
里
丸
事
件

五

甲
申
事
変

六

オ
マ
ハ
号
事
件

七

朝
鮮
人
参
没
収
事
件

八

防

穀

令

事

件

（
以
上
本
号
）

第

三

章

賠

償

に

至

ら

な

か

っ

た

事

例

（
以
下
次
号
）

第

四

章

国

家

間

賠

償

の

種

類

と

特

徴

結

今
後
の
課
題

④

こ

の

よ

う

に

当

時
、

国

家

間

賠

償

の
概

念

は

内

容

的

に

み

て
嘱

き

わ

め

て

多

岐

に

わ

た

っ

て

い

た
。

し

か

し

こ

れ

ら

の

事

例

は

大

き

く

分

け

て
、

次

の

四

種

類

（
五

類

型
）

に

整

理

す

る

こ

と

が

で

き

る
。、

・

国

際

違

法

行

為

に

対

す

る

法

的

義

務
の

履

行

と

し

て
の

損

害

の

補

填

（
一
・
二
）

・

紛

争

の

政

治

的

解

決

の

た

め

の

金

銭
の

給

付

・

戦

費

賠

償

・

領
土

等

の
授

受

に

伴

う

金

銭

の

給

付

⑤

本

稿

の

前
半

（
本
号
掲
載
）

で

は
、

具
体

的

諸

事

例

の
紹

介

を

お

こ
な

う
。

す

な

わ

ち

第

一

章

で
、

日
本

が

賠

償

の

支

払
国

と

な

っ

た
一

五

の

事

例

を

紹

介

し
、

つ

づ

く

第

二

章

で
、

賠

償

受

領

国

と

な

っ
た

八

つ

の

事

例
を

と

り

あ

げ

る
。

⑥

本

稿

の

後

半

（
次
号
掲
載
）

で

は

さ
ら

に
、

賠

償

に
は

至

ら

な

か

っ

た

が

重

要

と

思

わ
れ

る
、

マ

リ

ア
・

ル

ス

号

事

件

や
大

津

事

件
な

ど

一

〇

の

事

例

を
、

参

考

事

例

と

し

て

紹

介
す

る

（
第
三
章
）
。

そ

し

て
最

後

に
、

こ
れ

ら

の

事

例

を

五

類

型

に

よ

っ

て

整

理

し
、

か

つ
各

類

型

の

特

徴
を

考

察

す

る

（
第
四
章
）
。

レ フ ァ レ ン ス一 ４一１９９７
．
１２

’



㌔

、

耀

“

・

１９９７
．
１２

明
治
前
期
に
お

け
る

日
本
の
国
家
間
賠
償

Ｏ

伊

藤

信

哉

レ フ ァ レ ン ス 平 成 ９ 年１２月 号

目

次

序

本

稿

の

目

的

お

よ

び

構

成

第

一

章

日

本

が

賠

償

支

払

国

と
な

っ

た

事

例

一

幕

末

の

諸

事

件

二

堺
事
件

三

パ

ー

ク

ス
英

公

使

遭

難

事

件

四

高
島
炭
磯
回
収
問
題

五

大

阪

オ

ラ

ン
ダ

公

使

館

事

件

六

ス

ネ

ル

事

件

七

ヘ

レ

ン

・

ブ

ラ

ッ

ク

号

事

件

八

ペ

イ

ホ

ー

号

事

件
そ

の

他

九

米
国
人
医
師
解
雇
事
件

δ

神
戸
港
税
関
事
件

一
一

ヘ

ー

レ

ン

事

件

三

長
崎
事
件

第

二

章

日

本
が

賠

償

受

領
国

と

な

っ

た

事

例

一

台
湾
出
兵

二

樺
太
千
島
交
換
条
約

三

壬
午
事
変

四

萬

里

丸

事

件

五

甲
申
事
変

六

オ

マ
ハ

号

事

件

七

朝
鮮
人
参
没
収
事
件

八

防

穀

令

事

件

（
以
上
本
号
）

第

三

章

賠

償

に

至

ら
な

か

っ

た
事

例

（
以
下
次
号
）

第

四

章

国

家

間

賠

償
の

種

類
と

特
徴

結

今

後
の

課

題

一 ６３ 一レ フ ァ レ ン ス



れ

た

い
。

序

本
稿
の
目
的
お
よ
び
構
成

本

稿
は
、

明

治

維

新

か

ら

日

清

戦

争

の

前
ま

で
に

日

本

が

関

係

し

た
、

国
家

間

賠

償

の

諸

事

例

を

紹

介

す

る

こ
と

に

よ

っ

て
、

当

時

の

「
国

家

間

賠

償
」

概

念

の

多

義

性

を

示

す

と
と

も

に
、

そ

の

整

理

を

試

み

る

も

の

で

あ

る
。

国

家

間

賠

償

と

い

う

言

葉

は

一

般

に
、

「
戦

争

の

終

結

に

際

し
、

戦

勝

国

が

戦

敗

国
か

ら

獲

得

す

る
金

銭
」

を

連

想

さ

せ

麗
。

し

か

し

当

時

の

外

交

文
書

を

検

討
す

れ

ば

明

か

な

よ

う

に
、

こ

の

言

葉

（
普

通

は

単

に

賠

償

ま

た

は

償

金

と

呼

ぶ

こ
と

が

多

い
）

の

用

法

は
、

そ

め

よ

う

に

狭

く

限

定

さ

れ

た

も

の

で

は

な

か

っ

た
。

本

稿

で

は

ま

ず
、

日

本

が

賠
償

を

支

払

っ

た

事

例

を

一

五

例

（
第
一
章
）
、

受

け

と

っ

た

事

例

を

八

例

（
第
二

章
）
、

賠

償

に

は

至

ら
な

か

っ

た

も

の

の

注

意

す
べ

き

事

例

を

一

〇

例

（
第
三
章
）

紹

介

す

る

こ

と

に

よ

り
、

こ

の

点

を

明

確

に

す

る
。

そ

し

て

第

四

章

に

お

い

て
、

こ

れ

ら

多

岐

に

わ

た

る

諸

事

例

を

五

つ

の

類

型

に

よ

っ

て
整

理

し
、

か

つ

各

類

型

の

特

徴
を

考

察

す

る
。

な

お
、

で
き

る

か

ぎ

り
多

数

の

事

例

を

紹

介

す

る

た
め
、

各
事

例

の

記

述

は
極

力

簡

潔

な

も

の

と

し
、

賠

償

に

関

係

す

る

点

に
絞

っ

て

述

べ

る

こ

と

と

す

る
。

各

事

例

の

詳

細

に

つ

い

て

は
、

注

に
関

係

す

る

外

交

文

書

お

よ

び

参

考

文

献

を

掲

げ

た

の

で
、

そ

れ

ら

を

参

照

さ

第
一
章

日
本
が
賠
償
支
払
国
と
な
っ
た
事
例

幕

末

の

諸

事

件

江

戸

時

代

末

期
、

援

夷

思

想

の
も

と

外

国

人

を

殺

傷
し
、

居

留

地

を

襲

撃

す

る

事

件
が

頻

発

し

た
。

こ

れ

ら

の

う

ち
、

各
国

が

幕

府

や

各

藩

の

責

任
を

追

及
し
、

賠

償

要
求

に

ま

で

至

っ

た
事

件

も

少

く

な

い
。

こ

れ

ら

は
本

稿

が

対

象
と

す
る

時

期

か

ら

は

外
れ

る

も

の

で

あ

る

が
、

重

要

な

も

の

に

つ

い

て

は

そ

の

大

略

を

紹

介

す

る

こ

と

に

し

た

い
。

①

ヒ

ュ

ー

ス

ケ

ン

事

件

一

八

五

八

年

（
安
政
五
年
）

に

米

蘭

露

英

仏

と

の

間

に

締

結

さ

れ

た
、

い

わ

ゆ

る

「
安

政

五
か

国

条

約
」

に

基

き

横
浜

が

開

港

さ

れ

る

と
、

こ
れ

に

反

嬢

し

外

国
人

を

襲

撃

す

る

事

件
が

頻

々

と

起

っ

た
。

な

か

で
も

一

八

六

一

年
一

月

一

五

日

（
万
延
元
年
一
二

月
五

日
）

に

発

生

し

た
、

ア

メ

リ

カ

公

使

館

の

通

弁

官

ヒ

ュ

ー

ス

ケ

ン

（
＝

雲
ω
冨

Ｐ

＝

曾

曙

○
・

ｑ
．）

の

暗

殺

は
、

ア

メ

リ

カ

を

除

く

四

か

国

の

公

使

が

　

共

同

で

江

戸

退

去
を

決

議

す

る

な

ど
、

重

大

な

外

交

問

題

へ
と

発

展

す

魏
・

し

か

し

当

事

国

で

あ

る

ア

メ

リ

カ

の

ハ

リ

ス

（
＝
ｏ
冥
一
ρ

臼
ｏ
乏

㌣

ω
Φ
巳
）

弁
理
公

使

は
、

事

件

の

解
決

に

関

し

て

柔

軟

な

姿

勢

を

と

っ
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明 治 前 期 に お け る 日 本 の 国家 間 賠 償 （一）

た
。

す

な

わ

ち

警

護

担

当

者

の

処

罰

と
、

幕

府

に
よ

る

犠

牲

者

へ

の

慰

労

金

お

よ

び

遺

族

扶

助

料

合

計

一

万

ド

ル

の

給
付

を

も

っ

て

満

足

の

意

を

示

し
、

そ

れ

以

上

の

賠

償

は

「
被

害

者

の
流

血

を

売

る

に
等

　

ヨ
　

し

い
」

と

の

理

由

か

ら
、

そ

の

要

求

を

拠

棄

し

て
い

る
。

②
東
禅
寺
事
件

当

時
、

江

戸

高

輪

の

東

禅

寺

に

置

か

れ

て

い
た

イ

ギ

リ

ス
公

使

館

が
、

二

度

に

わ

た

り

襲

わ

れ

た

事

件
。

最

初

の

襲

撃

は

一

八

六

一

年

七

月

五

日

（
文
久
元
年
五
月
二
八
日
）
、

十

数

名

の

水

戸

脱

藩

浪

人

に

よ

り

行

わ

れ

た
。

イ

ギ

リ

ス

側
に

二

名

の

負

傷

者

が

出

た

た

め
、

翌

年
三

月

一

六

日

（
二

月
一
六

日
）

の

協

定

で
、

幕

府

は

負

傷

者

に

対

す

る
も

の
と

し

て
一

万

ド
ル

を

支

払

う

こ

と

と

な

っ

た
。

し

か

し

交

渉

の

落

着

後

ほ
ど

な

い

一

八

六

二

年

六

月
二

六

日

（
文

久
二
年
五
月
二
九

日
）
、

第
二

次

事

件

が

発

生

す

る
。

今

度

は

館

の

警

備

を

担

当

し

て

い

た

松

本

藩
の

一

藩

士

が
、

公

使

（
当
時
は

臨
時
代

理
公
使
）

の

殺

害

を

図

っ
た

も

の

で

あ

っ

た
。

し

か

し

事

前

に

警

護

の

英

国

海

軍

兵

士

に

発

見
さ

れ
、

争

闘

に

よ

り

二

名
を

殺

害

し

た

の

ち

自

刃

し

た
。

第

二

次

事

件

に

対
し

て
幕

府

は
、

松

本

藩

の

処
分

を

行

う
と

と

も

に
外

交

団

へ

の

説

明

に
努

め
、

か

つ

イ

ギ

リ

ス

に
対

し

て

犠
牲

者

の

遺

族

扶

助

料
と

し

て
三

〇

〇

〇

ド

ル

の

支

払

を

提
示

し

た
。

し

か

し

イ

ギ

リ

ス

側

は

こ
れ

に
応

じ

ず
、

本

国

の

訓

令

に
基

き

一

万
ポ

ン

ド

（
四

万

ド

ル
）

の

償

金

を

求
め

る
。

そ

の

後

折

衝
が

開
始

さ
れ

た

が
、

そ

の

さ
な

か

に

「
生

麦

事
件
」

が

発
生

し

た

た

め
、

本

事

件

の

賠

償

　
る
　

も
、

そ

ち

ら

と

あ

わ

せ

て

交

渉

さ

れ

る

こ

と

と

な

っ

た
。

③
生
麦
事
件

一

八

六

二

年

九

月
一

四
日

（
文
久
二
年
八

月
一
＝

日
）
、

武

蔵

国

生

麦
村

に

て

薩

摩

藩
士

が

イ

ギ

リ

ス
商

人

一

行

を

殺

傷
。

イ
ギ

リ

ス
政

府
は

幕

府

と

薩

摩
藩

に
、

陳

謝
、

犯

人

の

処

罰

お

よ
び

賠

償
を

要
求

し

た
。

賠

償

の

名

目
は
、

幕

府

に
対

す

る

一

〇

万
ポ

ン
ド

に

つ
い

て

は

「
犯

罪

を

放
置

し
、

犯

人
を

処

罰

し

な

か

っ
た

責

任
」

で
あ

り
、

薩

摩

藩

に

対
す

る

二

万

五

〇

〇
〇

ポ

ン

ド

に

つ
い

て
は

「
犠

牲

者

遺

族

の

扶

助

料
お

よ

び

負

傷

者
へ

の

慰

籍

料
」

で
あ

っ

た
。

幕

府

は
イ

ギ

リ

ス

の

強

硬
な

態

度

に

押
切

ら

れ
、

一

八

六

三

年

六

月

二

四

日

（
文
久
三

年
五
月
九
日
）

要

求

通

り
一

〇

万

ポ

ン

ド
、

お

よ

び

第

二

次
東

禅

寺

事

件

の

賠
償

金

一

万
ポ

ン

ド

を

支

払

っ

た
。

他

方
薩

摩

藩

と

の

交

渉

は
不

調

に

終

り
、

八

月

一

五

日

（
七

月
二

日
）

か
ら

翌

日

に

か

け

て
、

イ

ギ

リ

ス
と

同

藩

と

の

間

で

砲

戦

と

な

る

（
薩
英
戦
争
）
。

そ

の

後

＝

月

九

日

（
九

月
二
八

日
）

か

ら

開

か

れ

た
交

渉

の

結

果
、

交

渉
を

斡

旋

し
た

佐

土

原

藩
主

が
、

薩

摩

藩

に

か

わ
っ

て

当

初

の

要

求
通

り

二

万
五

〇

〇

〇

ポ

ン
ド

を
、

将

来

イ

ギ

リ

ス
が

薩

摩

藩

の
た

め

に
軍

艦

購

入
の

斡

旋
を

す
る

こ
と

を
条

件
に
、

　
　
　

幕
府

か

ら

借

入
れ

て
支

払

っ

た
。

④
下
関
砲
撃
事
件

１９９７
．
１２

一 ６５ 一レ フ ァ レ ン ス



一

八

六

三

年

六

月

二

五

日

（
文
久
三
年
五

月
一

〇
日
）

以

後
、

長

州

藩

は

嬢

夷

の

実

践

と

し

て
、

関

門
海

峡

を

通

過

す

る

米

仏

蘭
の

商

船

お

よ

び

軍

艦

に

砲

撃

を

加

え

た
。

最

初

に
砲

撃

を

受

け

た

の
は

米

国

の

商

船

で

あ

り
、

同

国

弁

理

公
使

は

商

船

の

被

っ
た
経

済
的
な

損
害
、

お

よ

び

米

国

旗

に

対

す

る

侮

辱

に
対

し

賠

償

を

要

求

す

る

旨
、

幕

府

に

申

入

れ

た
。

ま

た

同

国

は

英

仏
蘭

の

諸

国

と

も

協

議

し
、

共

同

し

　
　
　

て

砲

撃

に

対

す

る

対

抗

措

置
を

と

る

こ

と

に

決

し

た
。

．
決

定

を

う

け

四

か

国

の

艦

隊
が
、

同

地

の

砲

台

を

数

日

に
わ

た

り

攻

撃
、

占

領

し

た

た

め
、

長

州

藩
も

方

針

を

あ

ら

た

め

休

戦
が

成

立

す

る
。

一

八

六

四

年

一

〇

月
二

二

日

（
元
治

元
年

九
月
二

二
日
）
、

幕

府
と

四

か

国

代

表

と

の

間

で

「
下

の

関

取

極

書
」

が

結

ば

れ
た

が
、

　
　
　

賠

償

に

つ

い

て

の

規

定

は

次

の

通

り

で

あ

っ

た
。

取

極

書

は

ま

ず
、

今

回

の

事

件

に
よ

る

「
貿

易

の

損

害
と

軍

隊

の

諸

雑

費
」

を

幕

府

が

負

担

す

る

と

し

（
前

文
）
、

続

い

て

そ

の

金

額

を

三

〇

〇

万

ド

ル

と

定

め

た

（
一

条
）
。

具

体

的

な

名

目

は

「
償

金

（
一
ｂ
’
９
Φ
ｂ
Ｐ
ｂ．一
←
一
Φ
の
）
」

の

ほ

か
、

「
下

の

関

を

焼

さ

る

償

金

（
δ

霧

。
日

　
　
　

ｈ
ｏ
弓

ω
置

日

９

。
ω
①
箆
）
」
、

「
各

国

同

盟

船

隊

の

諸

雑

費
」

で

あ

る
。

支

払

方

法

は

全

額

を

六

分

割

し

て
五

〇

万

ド

ル

つ

つ
、

三

か

月
ご

と

に

支

払

う
と

さ

れ

た

（
二
条
）

が
、

幕

府

は

下

関

ま

た

は

そ

の

他

の

適

当

な

港
を

開

く

こ

と

で

金

銭

賠
償

に

代

え

る

旨

を

申

し

出

る

こ
と

が

で
き
、

そ

の

場

合
、

相

手

締

約
国

は

開

港

地

か

金

銭

か

を

選
択

す

る

（
三

条
）
。

日

本

側

は
金

銭

賠

償

を

選

択

し
た

が
、

そ
の

支

払

は

幕

府

の
瓦

解

な

ど

で

大

幅

に
遅

延

し
、

後

継

の

明
治

政

府

に
よ

っ

て
、

一

八

七

四

　
　
　

（
明

治

七
）

年

に

な

っ

て

よ

う

や

く

完

了

し

た
。

な

お

ア

メ

リ

カ

は
、
・

一

八

八

三

（
明

治

一

六
）

年

に

自

国

の

受

領

分

全

額

（
七

八

万

五

〇
〇

〇

ド

ル

八

七

セ

ン

ト
）

を
、

日

本

に

返

還

し

　
り
　

て

い

る
。

二

堺
事
件

明

治

新

政

府
の

樹

立

後

ま

も

な

い
一

八

六

八

年
三

月

八

日

（
明
治

元
年

二

月

一

五

日
）
、

堺

に

お

い

て

フ

ラ

ン

ス

軍

艦

デ

ュ

プ

レ

ク

ス

　
　
　

（
Ｕ
き
一Φ
一
×
）

号
の

乗

組

員

が
、

土

佐
藩

兵

の

発

砲
を

受

け

た
。

事

件

の

契

機

な

ど

に
不

明

な

点

は

多

い

縄
・

結

局

フ

ラ

ン

ス
側

は

死

者

一

一

名

負

傷

者

五

名

を

出

す

に

至

る
。

フ

ラ

ン

ス

側

は

新

政

府

に

対

し
、

陳

謝

や

関

係

者
の

処

刑

に

加

え
、

犠
牲

者

遺

族

の

扶
助

料

一

五

万

ド

　
お
　

ル

の

支

払

を
土

佐

藩

に

命

じ

る

こ

と
を

要

求

し

た
。

新

政

府

は

こ

の
要

求

を

全

面

的

に
受

入

れ
、

土

佐

藩

に
支

払

を

命

令

す

る
。

同

藩

は
一

五

万

ド

ル

を
、

五

万
ド

ル
づ

２
二
回

に
わ

け

て

　
け
　

支

払

う

こ

と

と

し

た
。

三

パ

ー

ク

ス
英

公
使

遭

難

事

件

一

八

六

八

年
三

月

二

三

日

（
明
治
元
年
二

月
三
〇

日
）
、

イ

ギ

リ

ス

公

使

パ

ー

ク

ス

（
℃
９
蒔
Φ
Ｐ

国

胃

曙

の●
）

は

京

都

に

て

参

内

の

途

上
、

レ フ ァ レ ン ス一 ６６ 一
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明治前期 における 日本の 国家間賠 償 （一）

二

名

の

刺

客

に

襲

撃

さ

れ

た
。

警

護
の

後

藤

象

二

郎

ら

の

奮

戦

に
よ

　
め
　

り

公

使

は

こ

と

な

き

を

得

た
が
、

そ
の

護

衛

兵
一

〇
名
が

負
傷

す
る
。

事

件

後
、

公

使

は

日

本

政

府

の

責

任
を

追

及

せ

ず
、

賠

償

も

特

に

要

求

し

な

か

っ

た

が
、

日

本

政

府

は
イ

ギ

リ

ス
側

の

負

傷

者

に

対
す

る

「
養

育

料
」

の

提

供

を

申

し

出
、

一

万

四

〇

〇

〇

ド

ル

を

支

払

っ

馨ナ四

高

島

炭

磧

回

収

問

題

一

八

六

八

年

六

月

三

日

（
明
治
元

年
閏

四
月
一

三
日
）
、

佐

賀

藩

は

イ

ギ

リ

ス

の

グ

ラ

バ

ー

商

会

（
Ω
一
〇
＜
Φ
弓、
卿

Ｏ
ｏ
●）

と

高

島

炭

磯

の

開

発

に

関
す

る
契

約

を

結

ん

だ
。

契

約

は
、

形
式

的

に

は

日

英

共

同

開

発

を

規

定

し

て
い
た

が
、

実

際

に

は

炭

磯
そ

の

も

の

を

商

会

側

に
担

保

と

し

て

取
ら

れ

て

い

た

こ

と

も

あ

り
、

日
本

側

の

立

場

は

き

わ
め

て

弱
い

も

の

で
あ

っ

た
。

廃

藩

置

県

に

よ

り
契

約

お

よ

び

負

債

は

佐

賀

藩
か

ら

政

府
が

継

承

し

た

が
、

政

府

は

こ
れ

を

機

に

こ

の

権
益

の

回
収

を

決

意
す

る
。

し

か

し

商

会

か

ら

権

利
を

譲

り

受

け

て

い

た

オ

ラ

ン
ダ

商

社
と

の

交

渉

は

延

引

し
、

つ

い

に
は

外

交

案

件
と

し

て
イ

ギ

リ

ス
、

オ

ラ

ン

ダ

両

国

の

公

使

が

乗

り

出

し

て

く

る

に

至

っ

た
。

そ

の

後
一

八

七

三

（
明
治
六
）

年

一

二

月

二

七

日

に
、

日

本

政

府

と

両

国

公

使
と

の

間

で

合

意

が

成

立

し

た
た

め
、

翌

年

一

月
、

日

本

　
レ
　

側

は

洋

銀

四

〇
万

ド

ル

を

支

払

い

権

益
を

回
収

し

た
。

五

大

阪

オ

ラ

ン

ダ

公

使
館

事

件

一

八

六

八

年

八

月

四

日

（
明
治
元
年
六
月
一

六

日
）
、

オ

ラ

ン

ダ

総

　
の
　

領

事

兼

外

交

事

務

官

か

ら

日
本

政

府

に
賠

償

が

請

求

さ

れ

た
。

そ
れ

は

当

時
、

大

阪

に

置

か

れ

て
い

た

同

国
公

使

館

が

侵

入

を

受

け
、

財

貨

を

窃

取

ま

た

は

破

壊

さ
れ

た

こ
ど

に
対

し
、

治

安

責

任

者

た

る

政

府

に

そ

の

補

填

を

求

め

る

と

い

う

も

の

で

あ

っ

た
。

な

お

事

件

当

時
、

同
地

は

戊

辰

戦

争

の

戦

乱

に
捲

込

ま
れ

る

お

そ

れ

が

あ

っ

た
た

め

館

員

は

避

難

し

て

お

り
、

侵
入

に

伴

う
人

的

な

被
害

は
生

じ
な
か

っ
た
。

　
ド
　

日

本

政

府

は

こ

の

請

求
を

受

諾
し
、

六

二

四

ド

ル
を

支

払
っ

た
。

六

ス

ネ

ル

事

件

一

八

六

八

年

一

〇

月

八

日

（
明
治
元
年
八
月

二
三

日
）
、

日

本

政

府

は

在

神

奈

川

オ

ラ

ン

ダ

領

事

宛

通

牒

を

発

し
、

同

国

商

人

ス

ネ

ル

（
ω
Ｏ
げ
旨
Φ一｝噂

国
α
ぐ『
Ｏ
『
α

＜『
●）

が

旧

幕

勢

力

に

与

す

る

庄

内

藩

に

武

器

を

売

却

し

た

と

し

て
、

前
金

（
一
万
三
〇
三
一

下

ル
）

の

引
渡

を

要

請

し

た

。
’

こ

の

事

件

は

日

本

政

府
を

原

告
、

ス

ネ

ル
を

被
告

と

す

る

オ

ラ

ン

ダ

領

事

裁

判

に

付

せ

ら

れ
た

が
、

ス
ネ

ル

は
、

当
該

の

武

器

売

買

契

約

は

成

立

し

て

お

ら

ず
、

前

金

の
支

払

も
な

さ
れ

な

か

っ

た

と

主

張

し

た
。

こ

れ

に

対

し

日

本
側

は
、

支

払

の

確

実
な

証

拠

を

示

す

こ

と

　
　

ノ

が

で

き

な

か

っ

た
。
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一

八

七

二

年

六

月

一

四

日

（
明
治
五
年
五
月
九

日
）
、

逆

に

ス

ネ

ル

が

オ

ラ

ン

ダ

弁

理

公

使

を

通

じ
、

日
本

政

府

に

賠

償

を

要
求

す

る
。

そ

の

名

目

は
、

戊

辰

戦

争

の

戦

火
が

新

潟

に

お

よ

ん

だ

際

（
新
潟
戦

争
）

に
、

政

府

軍

に

よ

り

掠

奪

さ
れ

た

財

貨

の

補

填

で

あ

る
。

ま

た

そ

の

請

求

額

は
、

旧

会

津
、

米

沢

両
藩

へ

の

債

権

な

ど
を

含

め

一

五

万

ド

ル

余

に

の

ぼ

っ

た
。

日

本

側

は
、

当

時

ス

ネ

ル

の

武

器

売

買

行

為

を

実

力

で

阻

止

し

た

の

は

正

当
な

処

置

で
あ

っ

て
、

賠

償
の

必

要

は

な

い

と

主

張

す

る
。

し

か

し

諸

般

の
事

情

を

勘

酌

し

た
上

で
、

一

八

七

三

（
明
治
六
）

年

六

月

「
恵

与
金
」

の

名

目

で

四

万

ド

ル

を

支

　
れ
　

給
、

事

件

を

落

着

さ

せ

た
。

な

お

本

件

の

妥

結

直

後
、

ド

イ

ツ

弁
理

公

使

か

ら
、

同

様

に
新

潟

戦

争

で

同

国

の

商

社

が

被

害

を

受

け

た
と

し

て
賠

償

が

請

求
さ

れ
、・

一

八

七

七

（
明
治
一
〇
）

年

に
、

日

本

政

府

か

ら

洋

銀

一

〇

〇

〇

ド

　
　
　

ル

を

受

領

し

て

い

る
。

さ

ら

に

新

潟

戦

争

に

関

し

て

は
、

プ

ロ

シ

ア

お

よ

び

イ

タ

リ

ア
商

人

が

被

っ

た

損

害

に

対

し

て
も

賠

償

が
な

さ

れ

　
　

た

形

跡

が

あ

る

が
、

そ

の

詳

細

に

つ

い

て

は

不

明

で
あ

る
。

七

ヘ

レ

ン

・

ブ

ラ

ッ

ク

号

事

件

一

八

六

九

年

五

月

二

一

日
，
（
明
治
二
年
四
月
一
〇
日
）

頃
、

仙

台

石

巻

に

お

い

て
、

イ

ギ

リ

ス

人

ク

ラ

ー

ク

（
９

胃

ぎ

Ω
Φ
ｏ
お
Φ
）

が

米

の

密

商

容

疑

で

逮

捕

さ

れ

た
。

同

人

は
、

旧

幕
軍

へ

の

武

器

食
糧

援

助

の

疑

い

を

か

け

ら

れ

て

い

た

英

船

「
ヘ

レ

ン

・

ブ

ラ

ッ

ク

（
国
Φ
δ
昌

ｂｄ
国
昆
）
」

号

の

乗

組

員

で

あ

り
、

今

回

の

事
件

も

そ

の

関

連

を

疑

わ

れ

た

の

で
あ

る
。

し

か

し

取

調

べ

の
結

果
、

ク

ラ

ー

ク

の

行

動

は

船

長

の

命

に
よ

る

も

の

で
、

彼

個

人

に
責

任

は
な

い
と
し

て
釈

放
さ

れ
、

代

っ

て

船
長

が

イ

ギ

リ

ス

側

の

裁

判
に

よ

り
、

不

開

港

地

に

お

け

る

密

商

の

罪

で
処

罰

さ

れ

た
。

日

本

政

府

は
、

ク

ラ

ー

ク

の

身

柄

を

一

月

あ

ま

り

拘

束

し
、

イ

ギ

リ

ス

側

に

引

渡

さ

な

か

っ

た

こ

と

が

条

約

に

違

反

す

る

こ

と

を

認

あ
、

軍

務

官

の

下

で
受

け

た

一

六

日

に

お
よ

ぶ

苦

痛
へ
の

慰
籍

を
名

目
に
、

　
ぬ
　

三

五

〇

ド

ル

を

イ

ギ

リ

ス

公

使

に

支

払

っ

た
。

八

ペ

イ

ホ

ー

号
事

件

そ

の

他

一

八

六

九

年
五

月

一

九

日

（
明
治
二
年
四
月
八
日
）
、

青

森

港

に

お

い

て

米

船

ペ

イ

ホ

ー

（
℃
Φ
ぎ
ｏ
）

号

が

新

政

府

軍

に

抑

留

さ

れ
、

掲

揚

さ
れ

て

い

た

米

国

国
旗

が

引

降

さ

れ

る
事

件

が

起

っ

た
。

も
と

も

と

同
船

は

幕

府

の

所

有

で
あ

っ

た

も

の
を
、

榎

本

軍

が

持

ち

去

り
、

フ

ラ

ン

ス

人

に

売

却

し
、

さ

ら

に

米

国

商

人

バ

ッ

チ

ェ

ル

ド

ル

（
ｂｕ
ｐ
８
び
巴
α
Φ
♪

ｑ
ｏ
ω
Φ
喜

ζ
・）

に

転

売

し

た

も

の

で

あ

っ

た
。

抑

留

は

四
か

月

以

上

に

お
よ

び
、

米

国
弁

理

公
使

の

強

硬

な

抗

議

に

よ

り

よ

う
や

く

解

放

さ

れ

た
が
、

そ

の
後

同

船

は
、

修

理

の

た

め

横

須

賀

　
　

へ

廻
航

さ

れ

る

際

に

難
破

沈

没
し

た
。

一

八

七

一

年

（
明

治

四

年
）

に

な

っ

て
、

バ

ッ

チ

ェ

ル

ド

ル

の

要

請
を

受

け

た

米

国

公

使

は
、

抑

留
に

よ

る

経
済

的

損

害

に

船

体

価

格
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明 治 前 期 に お け る 日 本 の 国 家 間 賠 償 （一）

を

合

し

た

四

万

八

〇

六

〇

ド

ル

の

賠

償

と
、

米

国

国

旗

へ

の

侮

辱

に

対

す

る

陳

謝

を

日

本

政

府

に

要

求

す

る
。

日
本

側

は

国

旗

へ

の

侮

辱

に

つ
い

て

は

過

誤

を

認

め

た

が
、

賠

償

に

つ
い

て
は

「
本

来
同

船
は
、

幕

府

の

後

継

政

府

た

る

現

政

府

の

所

有

物

で
あ

り
、

賠

償

の

必

要

は

な

い
」

と

し

て

拒

否

し

た
。

し

か

し

ア

メ

リ

カ

側

も

譲

ら

ず
、

両

者

の

主

張

は

真

正

面

か

ら

対

立

し

た
。

そ

の

後

一

八

七

四

（
明
治
七
）

年

に
、

ア

メ

リ

カ

側

か

ら

本

件

を

仲

裁

裁

判

に

附

す

る

こ

と

が

提

議

さ

れ
、

翌

年

日

本

も

同

意

す

る

（
正
式
の
約
定
は
一
八
七
六
年
三
月
）
。

と

こ

ろ

が

双

方

が

指

名

し

た

仲

裁

人

の

間

で

も

意

見

が

合

わ

ず
、

か

つ

約
定

に

し

た

が

い

第

三

の
仲

裁

人

を

選

ぶ

に

あ

た

っ

て

も

適

任

を
得

ら

れ

な

か

っ

た

た
め
、

決

着

は

さ

ら

に

遅

れ

る

こ

と

と

な

っ

た
。

結

局

一

八

八

○

（
明
治
一
三
）

年

に

な

っ

て
、

米

国

か

ら

の

下

関

償

金

返

還

が

見

込

ま

れ

る

よ

う

に
な

っ

た

こ

と

も

あ

り
、

日

本

側
は

示
談

に

よ

り

こ

の

問

題
を

解

決

す

る

こ
と

に

し

た
。

す
な

わ
ち

ま

ず

銀

貨

二

万

五

〇

〇

〇

円

を

支

払

い
、

か

つ
下

関

償
金

が

返

還

さ
れ

た

場

合
、

さ

ら

に

洋

銀

四

万

ド

ル
を

供
与

す

る

と

い

う
も

の

で
あ

る
。

そ

し

て

一

八

八

三

（
明
治
一
六
）

年
、

米

国

か

ら

償

金

が

返

還

さ

れ

　
　
　

る

と
、

日

本

政

府

は

こ

の

約

束

を

履

行

し

た
。

ま

た

本

件

の

解

決

の

際

に
、

別

の

外

交

案

件

（
ア

メ

リ

カ

の

商

社
が

福

井

藩

に
、

帆

船

を

売

る

仮

契

約

を

し
、

こ
れ

が

破

約

と

な

っ

た

た

め

に

生

じ

た

代
金

の

支

払

を

あ

ぐ

る

日

米

間

の

争

訟
）

も

一

括

し

て

解

決

す

る

こ

と
と

な

り
、

こ
ち

ら

も

即
金

で

ま

ず

銀

貨

四

〇

〇

〇
円
、

ま

た

下

関

償
金

返

還
の

際

に

「
合

衆

国
政

府

ヨ

リ

日

本

政
府

へ

払

ハ

ル

ヘ

キ

貨

幣
」

（
『
日
本

外

交

文

書
』

第

＝
二
巻
、

文

書
二

三

五

附

属

書

四
）

で

八

○

　
　
　

○

○

ド

ル

を

支

払

う

こ

と

と

な

っ

た
。

さ

ら

に

こ

れ

と

は

別

に
あ

る

米

国

船
が
、

一

八

五

五

年

（
安

政
二

年
）

に
下

田

で
不

当

に

入
港

を

拒

否
さ

れ
、

船

体

お

よ

び

船

貨

に

損

害

を

う

け

た

と

し

て
、

二
四

年

後

の
一

八

七

九

（
明
治

一
二
）

年

一

〇

月
、

米

国

公

使

を

通

じ
て

日

本
政

府

に

損

害

賠

償

を

請

求
し

た
。

こ

の

件

に

つ
い

て

も

交
渉

の

結

果
、

両

国

間

の

友

好

維

持

の
観

点

か

ら

下

関

償

金

返

還

金

に
よ

っ

て
賠

償

を

お

こ

な

う

こ
と

と

な

り
、

米

　
　
　

金

貨

一

万

五

〇

〇

〇

ド
ル

が

支
払

わ

れ

た

模

様

で

あ

る
。

九

米
国
人
医
師
解
雇
事
件

廃

藩

置

県

に

先
立

つ
一

八
七

〇

年

二

月

（
明
治
三
年
一

月
）
、

土

佐

藩

は

医

学

教

授

の
た

め
、

ア
メ

リ

カ

人

医

師
一

名

を

年

俸

洋

銀

五

〇

〇

〇

ド

ル
、

五

か

年

の

契

約

で
雇

傭

し
た
。

と

こ

ろ

が

翌

年
、

無

断

で

長

期

休

暇
を

と

っ

た

こ
と

を

理

由

に

同
藩

が

こ

の

医

師

を

解

雇
し

た

た
め
、

医

師

は

本

国

の

保
護

を

求
め
、

こ

こ

に

問

題

は

日
米

間
の

外

交

案

件

と

な

る

に

い

た

っ

た
。

米

国

国

務

省

が

駐

日

公
使

を

通
じ

て
問

題

の

善

処

を

要
望

し

た

た

め
、

一

八

七

八

（
明
治

＝

）

年

に

な

っ

て

本

件

の

解

決

を

図

る

こ

と

と

な

り
、

日

本

側

は

自
ら

の

非
は

認

め

な

か

っ

た
も

の

の

情

状

を
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．
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酌

量

し
、

　
　
　

し

た
ｂ

医

師

の
遺

族

に

米

金

貨

五

〇

〇

〇

ド
ル

を

供

与

し

示

談
と

δ

神
戸
港
税
関
事
件

一

八

七

三

（
明
治
六
）

年

二

月

一

五

日

以

降
、

米

国

公

使

を

は

じ

め

各

国

の

代

表

は
、

相
次

い

で
日

本

政

府

に

抗

議
を

申

入

れ

た
。

す

な

わ

ち

彼

ら

は
、

わ
が

国

が

開

港

場

の

税

関

規

則
を

一

方

的

に

制

定

し

た

の

は
、

一

八

六
六

年

（
慶
応
二
年
）

の

「
改

税

約

書
」

そ

の

他

に

違

反

す

る

と

主

張
し

た

の

で
あ

る
。

ま

た

ド

イ

ッ
弁

理

公

使

は

こ

れ

と

併

せ

て
、

神

戸

港
税

関
が

不

当

に

同

国

商

船

の
船

貨

陸

揚

を

妨

げ

た

と

し

て
、

損

害

の

賠

償

を

要

求

し

た
。

日

本

政

府

は
、

各

国

の
条

約

解

釈

は

誤

り

で
あ

る
と
主

張
し

た
が
、

神

戸

港

税

関

の

措

置

に

つ
い

て

は

責

任
を

認

め
、

具

体
的

な

被

害

金

額

の

算

定

を

求

め

た
上

で
翌

一

八

七

四

（
明
治
七
）

年

三

月
、

二

五

　
　
　

五

ド

ル

を

在

神

戸

同

国

領

事

に

支

払
っ

た
。

＝

へ

一
レ

ン

事

件

一

八

七

八

（
明
治
一
一
）

年
七

月
、

ペ

ル

ー

在

住

ド

イ

ッ

人

へ

ー

レ

ン

（
国
Φ
Φ
奉
Ｐ

Ｏ
ω
ｏ
胃
）

が

日

本

に

て

労

働

者

を

雇

い

入

れ
、

こ

れ

を
ペ

ル

ー

に

渡

航

さ

せ
よ

う
と

し

た

際
、

日
本

政

府

は
事

情

調
査

の

た

め

一

時

こ

れ

を

差

止

め

た
。

ヘ

ー

レ

ン

側

は

こ

の

措

置

を

不

当

と

し
、

二

万

五

六

二

〇

ド

ル
八

六
セ

ン

ト

の
賠

償

を

求
め

て
、

東

京

上

等

裁

判

所

に

提
訴

し

た
。

翌

年

に

な

っ

て
、

日
独

両

国

が

本
件

を

外

交

的

に
処

理

す

る

こ

と

で
合

意
。

双

方

か
ら

委

員
を

出

し

て
調

査

を

行

っ

た

の
ち
、

日
本

側

が

一

八

八

○

（
明
治
一
三
）

年

六

月

に

洋

銀

六

〇

五

一

ド

ル

九

ニ

セ

　
　
　

ン

ト

を

ド

イ

ッ

側

に

支

払

っ

た
。

三

長
崎
事
件

一

八

八

六

（
明
治
一
九
）

年
八

月
、

長

崎

に

寄

港

し

た

清

国

北

洋

艦

隊
乗

組

員

と
、

日

本

の

警

察

官
と

の

間

で
大

規

模

な

衝

突

が

発

生

し
、

日
本

側

二

名
、

清

国

側

五

名
の

死

者

に
加

え
、

双

方

合

せ

て

七

　
お
　

四

名

の
重

軽

傷

者

を

出

す

に

い

た
っ

た
。

事

件

は
当

初
、

長

崎

に

お

い

て
両

国

委

員
が

調
査

を

進

め

た

が
、

一

二

月

以
降

は
も

っ

ぱ

ら

東

京

で
交

渉

が

続

け

ら

れ

る
。

翌

一

八

八

七

（
明
治
二
〇
）

年

二

月

に

は
、

ド

イ

ッ

公

使

の

周

旋

に

よ

り

事

件

解

決

の

議

定

書
が

取

り
交

さ

れ
、

双
方

が

そ

れ

ぞ

れ

自

国

の

法

に

照

し

て

関

係

者
を

処

分
す

る

こ

と

で

合
意

し

た
。

ま

た

双

方

が

非

公

開

書

簡

に

よ

っ

て
、

相

手

国
死

傷

者

に

対
す

る

撫

郎

金

を

出

す

こ

と
と

し
、

被

害

者

の

数
を

勘

案
し

て
、

清

国
側

は

日

本

側

に

銀

一

万

五

五

〇
〇

円
、

日

本

側

は

清

国

側

に
金

五

万
二

五

〇

〇

円

を

支

払

う

こ

と

　
お
　

を

確

認

し

た
。
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ノ

明 治 前期 に お け る 日 本の 国家 間 賠 償 （一）

第
二
章

日
本
が
賠
償
受
領
国
と
な
っ
た
事
例

台
湾
出
兵

一

八

七

一

年
一

二

月

（
明
治
四
年

＝

月
）
、

台

湾

に

漂

着

し

た

琉

球
人

多
数

を

現

地

住

民

が

殺

害

し
た

こ

と

を

発

端

と

し
、

つ

い

に
は

日

本

軍

に
よ

る

武

力

平

定

に

ま

で
発

展

し

た

の

が

「
台

湾

出

兵
」

事

　
　
　

件

で

あ

る
。

事

件

の

賠

償

に

つ

い

て

は
、

は

じ

め

現

地

に

お

い

て

交

渉

さ
れ

た

　
　
　

が

不

調

に
終

っ

た
。

そ

こ

で

日
本

の

大

久

保

全

権

弁

理

大

臣
が

北

京

に

到
着

し

た
、

一

八

七

四

（
明
治
七
）

年

九

月

一

〇

日

以

降

の

交

渉

で
、

あ

ら

た

め

て

議
題

と

し

て
と

り

あ

げ

ら

れ

る
。

そ

し

て
直

接

交

渉
の

ほ

か
、

イ

ギ

リ

ス

公
使

の

仲

介

な

ど

に

よ

り

最

終
的

に
清

国

側

が

妥

協

し
、

同

年

一

〇

月
三

一

日
、

事

件

解

決

の

た
め

の

「
日

清

両

国
間

互

換

条

款
」

お

よ

び

「
互

換

愚

単
」

が

締

結

さ
れ

た
。

賠

償

に

つ
い

て
は
、

清

国

が

日
本

に

対

し

撫

郎
金

（
日
本
側
の
遭
難
者
遺

族
に

対
す
る
も
の
）

と

し

て
銀

一

〇

万

両
、

ま

た

日

本

が

出

兵

時

に

現

地

を

開

荒

し

建

設

し

た

道

路

建

物

等

を

清

国
が

継

承

す

る

こ

と

に

対

し

て
銀

四

〇

万

両
、

合

計

五

〇

万

両

を

支
払

う

こ

と
が

取
決
め

ら
れ
た
。

支

払

は
、

前

者

に

つ

い

て

は

調

印

後

た

だ

ち

に

お

こ

な

い
、

後

者

に

　
　
　

つ
い

て

は

撤

兵

の

期

日

で

あ

る

同

年
一

二

月

二

〇
日
を

期
限
と

し
た
。

こ

れ

ら

は
、

そ

の

名

目

は

ど

う

で
あ

れ
、

当

時

の

大

久

保

の
言

葉

「
今

般

ノ

挙

二

於

テ

用
ヒ

タ

ル
処

ノ
諸

費

ヲ
弁

セ

ラ

ル
」

か

ら

も

明

か

な

よ

う

に
、

日

本

が
事

件

に

際

し

て

投

じ
た
、

各

種

の

経

費

を

回

　
げ
　

収
す

る
た

め

の

も

の

で
あ

っ

た
。

な

お

本

件

で

日
本

側

が

支

出

し

た

実

際

の

経

費

は
、

三
六

一

万

八

〇

五

九

円

（
輸
送
船
舶
購
入

費
を

算
入

　
お
　

す

れ

ば
、

七

七
一

万
余

円
）

と

い

わ

れ

る
。

二

樺
太
千
島
交
換
条
約

日

本

北

方

の

国
境

確

定

に

関
し
、

一

八

五

五

年

二

月

（
安

政
元

年

一
二

月
）

の

日

魯
通

好

条

約
二

条

は
、

千

島

方

面

に

つ

い

て

択

捉

島

と

得

撫

島

と

の

間
に

国

境
を

定

め

る

と

と

も

に
、

樺
太

島

に

つ
い

て

は

そ

の

帰

属
を

決

定

せ

ず
、

従

来

通

り

両

国

民

の
雑

居

を

容

認

す

る

と

し

た

（
一

八

六

七

年

「
日

露

間
樺

太

島

仮

規

則
」

で

も

同

様
の

規

定
）
。

し

か

し

同

島

で
は

両

国

国
民

間

の

紛

議

が

絶
え

ず
、

ま

た

イ
ギ

リ

ス

公

使

の

勧
告

な

ど

も

あ

っ
て
、

日

本

は

ロ

シ

ア
と

の

直

接

交

渉

に
よ

り
、

国

境

問

題

の

解

決

を

図

る

こ

と

と

し

た
。

交

渉

の

結

果
、

一
八

七

五

（
明
治
八
）

年

五

月

七

日

に

「
樺

太

千

島

交

換

条

約
」

が

締

結
さ

れ

る
。

条

約

に

よ

り
、

千

島
列

島

に

つ
い

て
は

占

守

島

以

南

の
す

べ

て

の
島

懊

を

日

本

が

領

有
し
、

一

方

樺

太

島

に

関

し

て

は

ロ

シ

ア

の

領

有

権

を

認

め

る

こ

と

と

な

っ

た
。

そ

し

て

樺

太

島

に

所

在
す

る

日

本
国

政

府

の

建

築

物

・
動

産

は
、

共

同

調

査
、

査

定

の

う

え

で
ロ

シ

ア
政

府

が

こ

れ

を

買
上

げ
、

千

島

に

所

在

す

る

ロ

シ

ア

政

府
の

官

有
物

と

相

殺

し

た

額
を

日
本

側

に

支

払

う

と
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定

あ

た

（
同

条

約

四

款
、

附

属

公

文

一
－

二

款
）
。

最

終

的

に
そ

の

金

額

は

七

万

四
六

七

一

円
九

一

銭

と

な

り
、

一

八

七

六

（
明
治
九
）

年

四
月
、

一

円

当

り

一

ル

ー

ブ

ル

五

一

コ

ペ

イ

カ

で

換

算

し

た

額

（

＝

万
二

七

五

四

ル
ー

ブ

ル

五

九

コ
ペ

イ
カ
）

が
、

日

　
　
　

本

公

使

に
支

払

わ

れ

て

い

る
。

三

壬
午
事
変

一

八

八

二

（
明
治
一
五
）

年

七

月

に

勃

発

し

た

壬

午

事

変

は
、

直

接

に

は
朝

鮮

国

内

の

大

院

君

派

（
撰
夷
派
）

と
、

関

氏

派

（
開
国
派
）

の

対
立

が

表

面

化

し

た

も

の

で

あ

る
。

事

変
の

発

端

は
、

大

院

君

の

影

響
下

に
あ

っ

た

旧

式

軍

隊

の

暴

動

で

あ
っ

た

が
、

そ

れ

は

た

だ

ち

に

民
衆

に

波

及

し

た
。

暴

徒

が

王

宮

に

侵

入
し

閲

氏

派

の

重

臣

を

殺

害

し

た

た

め

同

派

の

政

権

は

崩

壊

し
、

代
っ

て
大

院

君

が

実

権

を

掌

握

す

る
。

一

方

閲

氏

政

権

に

協

力

し

て

い
た

日
本

も

暴

徒

の

襲

撃

対

象

と

な

り
、

邦

人

一

四

名

が

殺

害

さ

れ

た

ほ
か
、

公

使

館

も

襲

撃

に

よ

り

焼

失
、

花

房

弁

理

公

使

以

下

館

員

は
仁

川

へ

脱

出

し
、

つ

い

で

　
れ
　

日

本

に

撤

退

し

た
。

急

報

に

接

し

た

日

本

政

府

は
、

公

使

に
対

し

て

訓

令

を

発

し
、

陸

軍

一

個

大

隊

と
と

も

に

任

地

に

帰

還
し
、

朝

鮮

側

と

の

協

議

に

入

る

こ

と

を

命

じ

る
。

こ
れ

を

受

け

花

房
公

使

は

八

月

＝
二
日

仁

川

に
上

陸
、

つ

い

で

一

六

日

ソ

ウ

ル

に

入

り
、

新

政

権

と

の

交

渉

に

臨

ん

だ
。

交

渉

に

お

け
る

日
本

側

の

要

求

は
、

陳

謝
、

犯

人

の

逮

捕

処

罰
、

ソ
ウ

ル

に

お

け

る

日

本

の
駐

兵

権

の
確

保

な

ど

で

あ

る
が
、

そ

れ

ら

と

と

も

に

被

害

者

へ

の
慰

籍

料
、

条
約

違

反

に

対

す

る

損
害

賠

償
、

お

よ

び

今

回

の

出

兵

費

用
の

補

填

も
求

め

た
。

交

渉

は
当

初

難

航

す

る

か

に

み

え

た

が
、

八

月
二

六

日

に
清

国

の

馬

建

忠

が
、

朝

鮮

側

の

一

部

と

相

謀

っ

て

大

院

君
を

拉

致

し
関

氏

政

権
を

回
復

さ
せ
た

た
め
、

情

勢

は

一

転

す

る
。
’
朝

鮮
側

の

態

度
は

大

き

く

軟

化

し
、

そ

の

結

果

同

（
一
八
八
二
）

年

八

月
三

〇

日

に
は
、

事

件

解

決

の

た

め

の

「
済

物

浦

条

約
」

が

調

印

さ

れ
た
。

本

条
約

に

よ

っ

て
、

朝

鮮

側
は

日

本

官

吏

の

犠

牲

者

お

よ

び

負
傷

者

に

対
す

る

「
体

郎

金
」

と

し

て
五

万

円

を

支

払

う

ほ

か
、

今

回

の
暴

動

で

日
本

国

が

受

け

た

損

害
、

お

よ

び

公

使

護

衛

の

た

め

の

軍

費
の

う

ち
五

〇

万

円

を

「
填

補
」

す

る

こ

　
れ
　

と

と

な

っ

た
。

な

お

填

補

金

五

〇

万

円

の
う

ち

四

〇

万
円

分

は
、

日

本

側
が

一

八

　
れ
　

八

四

（
明
治
一
七
）

年

＝

月
、

朝

鮮

側

に
返

還

し

て

い

る
。

四

萬
里
丸
事
件

一

八

八

四

（
明
治
一
七
）

年
一

〇

月
、

萬

里

丸

船

長

渡

邊

末

吉

は
、

朝

鮮

開

拓

使

従

事

官

白

春

培
と

契

約
を

結

び
、

諺

陵

島

か

ら

神
戸

ま

で
の

木

材

の

廻

漕

を

請

負

っ
た
。

と

こ

ろ
が

朝

鮮

側

が

代

金

を

支

払

わ

な

か

っ

た

た

め
、

渡

邊

は

一

八

八

六

（
明

治

一

九
）

年

に

な

っ

て

政

府

の

保

護

を

求

め
、

こ

こ

に
問

題

は

両

国

間
の

外

交

案

件

と
な

っ

た

。
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明 治 前 期 に お ける 日本 の国 家 間賠 償 （一）

交

渉

の

結

果

朝

鮮

側

が
、

廻

漕

さ

れ

た

木

材
を

競
売

に

付

し
、

代

金

を

賠

償

に

充

て

る

こ

と

を

提

案
。

こ
れ

に

日

本

側
も

同

意

し
た

た

め
、

木

材

は

神

戸

に

て

競

売

に

付

さ

れ
三

五
一

二

円
で
落

札
さ
れ
た
。

そ

し

て

そ

の

中

か

ら
、

渡

邊

か

ら

の

請

求

額

三
一

七

八

円

二

七

銭
八

厘

の

う

ち
、

当

初

申

告

か

ら

漏

れ

て

い

た

部

分
を

除

い

た

二

六
六

七

　
れ
　

円

八

四

銭

が
、

同

人

に

交

付

さ

れ

た
。

五

甲
申
事
変

甲

申

事

変

と

は
、

一

八

八

四

（
明
治
一

七
）

年

一

二

月

四

日

に

発

生

し

た
、

事

大

党

（
壬

午

事

変

で

政

権

に

復

帰

し

た

親

清

系

の

保

守

派
）

の

閲

氏

政

権

に

対

す

る
、

独

立

党

（
青
年
貴

族
を
中

心
と
す

る
親
日

系

の
改

革

派
）

の

ク

ー

デ

タ

事

件

で

あ

る
。

清

仏

戦

争

に

よ

る
、

朝

鮮

で

の

清

国

の

影

響

力

の

低

下

に

乗

じ
た

独
立

党

は
、

日

本

の

竹
添

弁

理

公

使

ら

と

共

謀

の

う

え

畷

起
、

事
大

党

の
重

臣
を

殺

害

し
革

新

政

府

を

樹

立

し

た
。

竹

添

公

使

も

公

使

館

護

衛

の

兵
を

率

い

て
王

宮

を

占

領
、

ク

ー

デ

タ

に

協

力

し

た
。

し
か

し

事

大

党

は

清

国

軍
の

応

援

に

よ

り

国

王

な

ら

び

に

王

宮

を

奪

還
、

政

権
も

回
復

す

る
。

竹

添

公

使

は

一

時

公

使

館

に

撤

退

し

た
が
、

館

が

朝
鮮

軍

民

に

包

囲
さ

れ

た

た

め

仁

川

に

脱

出
、

そ

の

間

在

留
邦

人

四
〇

名

が

殺

害

さ
れ

た
。

ま

　
む
　

た

日

本

公

使

館

も

焼

失

し

た
。

日

本

政

府

は

井

上

外

務

卿
を

特

派

全

権

大

使

と

し

て

ソ

ウ
ル

に

派

遣
、

事

後

の

処

理

に

あ

た

ら

せ

る

こ
と

と

し
、

同

月

三

〇

日
井

上

大

使

は

陸
軍

二

個

大

隊

と

共

に
仁

川

に

到

着
し

た
。

翌

年

一

月

三

日

ソ

ウ

ル

で
竹

添

公

使

と

合

流
し

た

大

使

は
、

朝

鮮

政

府

と

の

交

渉

に

入

り
、

朝
鮮

側

の

謝

罪
、

犠
牲

者

お

よ
び

喪
失

財

産

へ

の

賠

償
、

邦

人

殺

害

犯
人

の

逮

捕

処

罰

等
を

要

求

す

る
。

日
本

側

が

表

向

き

の

交
渉

と

は

別

に
、

朝

鮮

側

の

感

情
を

和

ら

げ

る

こ
と

に

努

め

た

た
め
、

ほ

ど

な

く

朝
鮮

側

も
、

事

変

の

責

任

の

所

在

に
言

及

し

な

く
な

っ

た
。

そ

こ

で

善

後

条

約

が

作

成

さ

れ
、

同

（
一
八
八
五
）

年
一

月
九

日
に

「
漢

城
条

約
」

と

し

て

調
印

さ

れ

る
。

賠

償

に

関

し

て

は
、

被

害

者

へ

の

「
憧

給

金
」

お
よ

び

「
貨

物

ヲ
殿

損

掠

奪

セ

ラ

ル
ル

者
」

に

対

す

る
填

補

と

し

て
一

一

万
円
、

ま

た

日

本

公

使

館

の

再
建

費

用
と

し

て
二

万

円

の

合

計

＝
二
万

円

が
、

朝

鮮

　
お
　

か

ら

日

本

に

支

払

わ

れ

る

こ

と

と

な

っ

た
。

な

お
、

今

回
の

事

変

で

直
接

銃

火

を

交

え
た

日
清

間

で

も

交

渉

が

持

た

れ
、

日

本
側

は

清

国

兵

に
よ

る

邦

人

殺

害
、

お

よ

び

暴

行

略

奪

に

対

す

る

賠
償

を

求

め

る
。

し

か

し

清

国

側

は
、

か

か

る

事

実

は

な

い

と

し

て

こ
れ

を

拒

絶

し

た
。

結

局

賠

償

に

つ
い

て

は

合

意

が

得

ら

れ

ず
、

交

渉
に

よ

り

締

結

さ
れ

た

「
天

津

条
約
」

付

属

の

「
照

会
」

で

「
清

国

側
が

事

情

を

吟

味
し
、

暴

行

の
事

実

が

確

認

さ

れ

た

場

合

　
　
　

に

は

法

に
基

き

処

罰

す

る
」

こ

と

を

確

認
す

る

に

と

ど

ま

っ
た
。

六

オ

マ
ハ

号

事

件

一

八
八

七

（
明
治
二
〇
）

年

三

月

四

日
、

長

崎

県

西

彼

杵

半

島

沖

１９９７
．
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に

浮

ぶ

池

島

に

対

し
、

米

艦

オ

マ

ハ

号
が

無

断

で

射

撃

演

習
を

お

こ

な

っ

た
。

同

島

は

人

旦
二
七

〇

名

の

小
島

で
あ

り
、

砲

撃

に

よ

る
直

接

の

人

的

被

害

は

な

か

っ

た

が
、

不

発
弾

の

爆

発

に

よ

り

四

名
が

死

　
ゲ
　

亡
、

七

名

が

負

傷

し

た
。

事

件

の

報

は

た

だ

ち

に

東

京

に

伝

え
ら

れ

た

が
、

交

渉

は

当

初
、

長

崎

県

知

事

と

米

国

領

事

の

間

で

お

こ
な

わ

れ

る
。

同

月

一

一

日
、

同

艦

艦

長

は

罷

免

さ

れ
、

軍

法

会

議

の

た
め

本

国

に

送

還

さ

れ

た
。

そ

の

後

井

上

外

務

卿

が

米

国

公

使

と

面

談
し
、

日
本

と

し

て

は

速
か

な

措

置

に

満

足

し

て

お

り
、

ま

た

本

来
な

ら
ば

賠

償

等

を

要

求

で

き

る

立

場

に

あ

る

が
、

こ

の

点

に

つ
い

て

は

貴

国
を

信

頼

し

そ

の

対

処

を

待

つ
と

伝

え

た
。

そ

し

て
以

後
、

日

本

側

は
公

式

に
賠

償

請

求
な

ど

を

す

る

こ

と

な

く
、

米

国

側

の

反

応

を

待

つ
。

と

こ

ろ

が

米

国

側

か

ら

賠

償

に

つ

き

特

に

申

し

出
が

な

い

の

で
、

翌

年

大

隈

外

相

は
、

陸

奥

駐

米

公

使

に

訓

令
を

発

し
、

米

国
政

府

の

意

向

を

探

ら

せ

る
。

公

使

の

働

き

か

け

を

受

け

て

米

国

側

は
議

会

に

諮

り
、

賠

償

金

一

万

五

〇

〇

〇

ド

ル

を

特

別

予

算

か

ら

支
出

す

る

こ

と

に

決

し
、

一

八

八

九

（
明
治
二
二
）

年

三

月

末

陸

奥

公

使

に

手

形

を

交

付

七

た

（
な

お

事

件

の

四

日

後
、

オ

マ
ハ

号

乗

組

員

か

ら

謝

罪

の

意

味

で
、

醸

出
金

六

三

六

ド

ル

ニ

○

セ

ン

ト
が

被

害

島

民

に

贈

ら

れ

て
い

る
が
、

　
も　

こ

れ

は

国
家

間

の

賠

償

と

は

無

関

係

で

あ

る
）
。

七

朝
鮮
人
参
没
収
事
件

一

八

九
一

（
明
治
二
四
）

年
一

〇

月
、

朝

鮮

で

商

業

に

従

事

す

る

田

中

清

槌

は
、

売

買

の

た
め

に

朝
鮮

人

参

二

二
一

包

を

輸

送

中
、

禁

制

品

の

廉

で

朝
鮮

官

吏

に

す
べ

て
没

収

さ

れ

た
。

日
本

の

梶

山

弁

理

公

使

は

朝

鮮

側

に
抗

議

し
、

条

約
上

日

本

人

が

朝

鮮
人

参

を

売

買

す

る

こ

と

は

許

可

さ

れ

て

い

る

と

主

張

し

て
、

そ

の

返

還

を

求

め

た
。

結

局

朝

鮮

側

は

こ
の

抗

議

を

受

け
入

れ
、

原

状

回

復

（
現

物
の

返

還
）

の

代

り

に

金

銭

で
賠

償

す

る

こ
と

を

申

し

出
、

銀

貨

二

九

二

八

　
れ
　

円

五

角

七

分

を
、

翌
年

一

月

九

日

に

日
本

側

に

支

払

っ

た
。

な

お

本

件

と

前

後
し

て
、

和

田

常
一

と

い

う

人

物

が

同

種

の

紛

議

に
捲

込

ま

れ

た

と

の

記
録

が

あ

る

が
、

こ
ち

ら

は

次

節

「
防

穀

令

事

件
」

に
お

い

て
、

一

括
し

て
解

決

さ

れ

て

い

る

（
賠
償
額
五
九
八
円
六

　
ね
　

七

銭

三

厘
）
。

八

防
穀
令
事
件

朝

鮮

の

開

国
後
、

同

国

は

日

本
に

向

け

米

や

大
豆

等

を

大

量

に

輸

出

し

て

い

た
が
、

か

か

る

農

作

物
の

大

量

流

出

は
、

朝
鮮

国

内

に

お

け

る

価

格

の
騰

貴

を

も

た

ら

し
、

ま

た

不

作

に

陥

っ

た

際
に

食

糧

不

　
ロ
　

足

を

招

く

お

そ

れ

が

あ

っ

た
。

，

そ

こ

で

一

八
八

三

（
明
治
一
六
）

年
、

日

鮮

修

好

条

規

附

録

に

付

属

す

る

「
朝

鮮

国
議

定

諸

港

二

於

テ

日
本

国

人

民

貿

易

規

則
」

が

改

訂

さ

れ

た

折
、

朝
鮮

で
伝

統

的

に

行
わ

れ

て
き

た

「
防

穀
」

の

制

度

を

認

め

る

こ

と
と

し
、

「
水

旱
或

ハ

兵

擾

等

ノ

事

故

ア

リ

境

内

訣

食
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明治前期における日本の国家間賠償 （一）

ヲ
致

ス
」

お

そ
れ

の
あ

る

と

き

は
、

朝

鮮

側

は

一

時

食
糧

の

輸

出

を

禁

ず

る

こ
と

が

で
き

る

よ

う

に

し

た

（
「
朝
鮮
国
二
於
テ
日
本
人
民
貿
易

　
ロ
　

ノ
規
則
」

三
七
款
）
。

し

か

し

本

款

の

規

定

で

は
、

輸

出

禁

止

の

決

定

権

が

中

央

政

府

で

は
な

く

地

方

官

に

個

別

に

委

ね

ら
れ

た

た

め
、

そ

　
お
　

の

濫

用
が

両

国

間

の
外

交

紛

争

を

引

起

す

可

能

性

が

あ
っ

た
。

は

た

し

て
一

八

八

九

（
明
治
二
二
）

年

お

よ

び

翌

九

〇

（
明
治
二
三
）

年
、

威

鏡

道
と

黄

海

道

に
お

い

て
防

穀

令

が

発

せ

ら

れ
た

際
、

日
本

側
は
、

当

該
地

域

に

凶

作

等
の

事

実

が

な

い

に

も

か

か

わ

ら

ず
防

穀

を

命

じ

た

の

は

不

当
と

し

て
、

そ

の

解

除

や

責
任

者

の

処

分

の
ほ

か
、

邦

人

　
ロ
　

商

の

被

っ

た

損

害
め

賠

償

を

朝

鮮

政

府

に

要

求

し

て
い

る
。

交

渉

は

数

年

に

及
ん

だ

が
、

賠

償

金

額

な

ど

を
め

ぐ
る

両

者

の

対

立

は

解

消

さ

れ

ず
、

清

国

の

蓑

世

凱

に

よ

る

調

停

も
不

首

尾

に

終

っ

た

た
め
、

日

本

側

は
一

八

九

三

（
明
治
二

六
）

年

五

月

四

日
、

二

週

間

の

期

限

を

つ

け

た

最
後

通

牒

を

発

す

る
。

し

か

し

こ
の

と

き
、

李

鴻

章

の

「
日

本

が

兵

力
を

韓

国

に

送

れ

ば
、

清

国
も

同
様

の

措

置

を

取

ら
ざ

る

を

え
な

い
」

と

の

意

向

が
、

在

天

津

日

本
総

領

事

を

通

じ

て

日

本

側

に

伝

え

ら
れ

た

た

め
、

日

本

側

は

妥

協
を

余

儀

な

く

さ

れ

　
お
　

た
。

一

方

朝

鮮

側
も
、

日

本
の

大

石

弁

理

公

使

が

ソ
ウ

ル

か

ら

引

揚

げ

る

姿

勢

を

み

せ
た

た

め
、

同

月

一

九

日

に

な

っ

て

つ
い

に

交

渉

妥

結

に
Ａ
呈
思
。

朝

鮮

政
府

は

日

本

政

府

に

対

し
、

威
鏡

道

防

穀

令

事

件

に

対

す

る

賠

償
金

九

万

円

の

ほ

か
、

黄

海

道

防

穀
令

事

件

（
二

件
）
、

和

田

常
一

事

件

（
前
節
参
照
）
、

黄

海

道

二

重

課

税
事

件

の

四

件

に

対

す

る

二

万

円

の
、

合

計

一

　
め
　

一

万

円

を

支

払

う

こ

と

と

な

っ

た
。

以

上

の

記

述
か

ら

明
か

な

よ

う

に
、

こ

の

当

時

「
賠

償

問
題
」

と

し

て

処

理

さ
れ

て
い

た

諸

事

例

の
内

容

は
、

戦

費

の

補

填
か

ら
、

紛

争

の

政

治

的

解
決

に
伴

う

金

銭
の

給

付

に

至

る

ま

で
、

多

岐

に
わ

た

る

も

の

で

あ

っ

た
。

次

号

で

は
、

マ

リ

ア

・

ル

ス

号

事

件

や

大

津

事

件

な

ど
、

賠
償

に
は

至

ら

な
か

っ

た

も

の

の
注

意

が

必

要

な

事

例

を

紹

介

し

た
の

ち
、

本

号

で

紹

介
し

た

諸

事

例
の

整

理

を

試

み

る
。

注

ω

た

と
え
ば

岡

野
鑑

記

『
日
本
賠

償
論
』

東
洋

経
済

新
報

社
、

一

九

五

八

年

で
は
、

賠
償
を

「
戦
敗

国
が
戦

勝
国
に

対
し

て
、．
損
害

賠
償

の

目

的

を

も

っ

て
、

一

定

の

貨

幣

価

値

を
、

一

定

期

間

内

に
、

一

方

的
、

か

つ

強

制

的

に
、

移
転

す
る

（
支
払
う
）

国
家
の

経
済
行

為
」

と
定

義
し

て
い
る

（
五
四
二
頁
）。

②

そ

の
ほ
か
、

事
件

の
報
を

受
け
た

米
国
政

府
は
各

国

に
む
け

て
、

日

本

に

対
し

て
海

軍
に
よ

る
共

同
示
威

行
動
を
と

る
こ
と

を
提

議
し

て
い

る

（
大

塚

武
松

『
幕
末
外

交
史

の
研
究
』

新

訂
増
補

版
、

宝
文

館
、

一

九

六

七

年
、

三

四

－

六

頁
）
。

㈹

事

件
の
背

景
誇

よ
び

詳
細
は
、

大

塚
、

前
掲
書
、

三
〇

１
六
頁
、

一

三
八
ー

五
七
頁

お
よ

び
大

熊
眞

『
幕
末

期
東
亜

外
交
史
』

乾
元

社
、

一

九

四

四
年
、

一
二
六

－
八

頁
、

ま
た

鹿
島
守

之
助

『
日

本
外
交

史
』

第
一

巻
、

鹿

島
研

究

所
出
版

会
、

一
九

七
〇

年
、

三
六
－

八
頁
。

な

お
こ

こ
に
引

用
し

た

ハ

リ

ス

の

発

言

は
、

本

国

へ

の

意

見

具

申

の

中

に

み

ら

れ

る

も

の

で

あ

る
。

℃

§

ミ
。。

１９９７
．
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笥

魁

ミ

罰
αｑ

８

物
Ｏ
、
庶

σｑ
き

』

濤

艦
、
⑦

（
後

の

、
Ｏ
、
無

αｑ
き

勘

乳
９
織

§
。。

ミ

簿

①

ｑ

ミ

器
亀

ＧＱ
ミ

紺
。。
㌧

以

下

笥
訪
）
噂

一
◎。
露
嘘

勺
ｏ

詳

Ｈ
Ｈ℃

ｂ
℃
●
。。
Ｏ
轟
－
Ｏ
．

な

お

本
件

に
先

立

つ
一
八

六
〇

年
二
月

（
万
延

元
年
二

月
）

の

オ
ラ

ン

ダ
人

船

長

殺
害

事
件

で
、

は

じ
め

て
幕
府

に
対

し
て
償

金
の

要
求

が
な

さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の

時
の

要
求

額

は
幕
府

に
対
す

る
警
告

の
意

味
も

こ
め

て
、

一

人
当

り

二

万
五

〇
〇

〇
ド

ル
と

高
額
な

も
の

で
あ
っ

た

（
大

塚
、

前

掲
書
、

三
二

頁
、

一

〇

六
ー

七
頁
、

一

四
二

ー

四
頁
）。

と

こ
ろ

で

「
安

政
」

か
ら

「
万
延
」

へ

の
改

元
は
、

そ
の
年

（
安
政
七

年
）

の

三

月

に

行

わ

れ

た
。

し

た

が

っ

て

こ

の

オ

ラ

ン

ダ

人

船

長

殺

害

事

件

は
、

厳

密

に
い

う
と

「
安

政
七

年
二

月
」

に
起

っ
た

も
の

で
あ

る
。

し
か

し

明

治

を

含
め
、

明

治
以
前

の
改

元
は

そ
の
年

の
元

日
に

遡
っ

て
施
行

さ
れ
た
の
で
、

本

稿
も

そ
れ

に

従
い
、

万

延
元
年

と
表

記
す

る
こ
と

と

す
る
。

ま
た

我

が

国

で

太
陽

暦
が

採

用
さ
れ

た
の

は
明
治

五
年

一
二

月
三

日
、

す
な
わ

ち

一

八

七

三

（
明
治

六
）

年

一
月

一
日

の
こ
と

で
あ

る
。

ω

大

塚
、

前

掲

書
、

四

八

－

五

一

頁
、

大

熊
、

前

掲

書
、

＝

二
〇

１

三

頁
、

一

四
三

頁
、

一

五
〇

頁
、

お
よ

び
鹿

島
、

前
掲

書
、

第

一

巻
、

八

七

ー

九

〇

頁
。

な

お

第
二

次
事

件
当
時

の
臨

時
代
理

公

使
二
ー

ル
の

肩
書
を
、

代

理

公

使
と

し

て
い

る
資
料

も
あ

る
が
、

川
崎
晴

朗

『
幕

末
の

駐
日

外
交

官

・

領

事

官
』

雄

松
堂
、

一
九

八
八

年
、

一
一

四
頁

で
は

臨
時

代
理

公
使

が

正

し

い
と

し

て

お

り
、

本

稿

も

こ

れ

に

し

た

が

っ

た
。

⑤

大

塚
、

前

掲
書
、

五
一

ー
六
七

頁
、

一

五
八

－
六
九

頁
、

大

熊
、

前
掲

書
、

一

五

七
－
六

九

頁
、

一

七
六
ー

八
一

頁
、

鹿

島
、

前

掲
書
、

第
一
巻
、

九
一
１

一

〇
〇

頁
参

照
。

な

お

生
麦

事
件

に
つ
い
て

は
、

ほ
か
に

尾
佐

竹

猛

『
国

際

法

よ

り
観
た

る
幕
末

外
交

物
語
』

文

化
生
活

研
究
会
、

一

九
二

六

年
、

三

五

〇
１
六

六
頁
、

三

九
三

－
四
三

七
頁
、

薩

英
戦
争

に
つ
い

て
は

渡

邊

修

次

郎

「
鹿
児

島
の

対
外
戦

闘
井

に
償
金

交
付
の

始
末
」

『
歴
史
学

研
究
』

第

一

〇

巻

＝

号
、

一

九
四

〇
年
を

参

照
。

ま
た
幕

府
の
賠

償
支
払
を

あ

ぐ

る

詳

し

い

経

緯
に

つ
い

て
は
石

井
孝

『
明
治
維

新
の
国

際
的
環

境
』

増
訂

版
、

吉

川

弘

文

館
、

一
九

六
六

年
、

一
九

四

⊥

一一
二

頁
を
参

照
。

㈲

下
関

砲
撃
事

件
に

つ
い

て
は
、

大

塚
、

前
掲
書
、

六

七
－
八

八

頁
、

大
熊
、

前

掲
書
、

一

九
二

ー
二

〇
九

頁
、

鹿
島
、

前

掲
書
、

第
一

巻
、

一

〇

三

－

一

五

頁
、

、
石
井
、

前
掲

書
、

二
五

五

⊥
二
五
四

頁
、

入
江
啓

四
郎

『
国

際

法

上

の

賠
償

補
償
処

理
』

成

文
堂
、

一

九
七

四
年
、

一
七
二

ー
八

頁
を

参
照
。

㎝

取
極

書
本
文

は
外

務
省

条
約
局

『
旧
条
約

彙
纂
』

第
一

巻
第

一

部
、

一

九

三

〇
年
、

二

二
二

ー
六

頁
。

な
お

取
極
書

の
締
結

に
長

州
藩
が

参

加

し

て

い

な

い

理

由

に

つ

い

て

は
、

大

熊
、

前

掲

書
、

二

〇

四

－

六

頁
、

鹿

島
、

前

掲

書
、

第

一

巻
、

一

一

一

頁
、

石

井
、

前

掲

書
、

三

四

一

ー

二

頁
。

㈹

こ
れ
ら

の
名

目
、

お
よ

び

後
述
の

「
金

銭
賠
償

の
代

替
と
し

て
の

新

規

開

港
」

に
関
し

て
は
、

厳
格
な

賠
償

法
理
か

ら
は
逸

脱
す

る
も
の

が

含

ま

れ

る

と

の
指

摘
が
な

さ
れ

て
い

る

（
入
江
、

前

掲
書
、

一

七
七
ー

八
頁
）。

ま

た
賠

償

の
要

求
金
額

に

つ
い

て
、

英

米
公

使
は
高

く
と
も

二
〇
〇

万
ド

ル

と

し

て

い

た

が
、

フ

ラ

ン

ス

代

理

公

使

の

主

張

に

よ

っ

て

増

額

さ

れ

た

（
渡

邊

實

「
幕
末
・

明
治

時
代

に
お

け
る
国

際
法
へ

の
関
心

と
賠

償
問
題
」
『
日
本
歴
史
』

二

五

号
、

一

九

五

〇

年
、

一

九

頁
）
。

な

お

フ

ラ

ン

ス

の

駐

日

代

表

ロ

ッ

シ

ュ
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明治前期における日本の国家間賠償 （一）

は
、

取
極
書

に

ζ
一
巳
ω
訂
。

℃一
曾
ぢ
ｏ
審
暮

す
一
器

（
全

権

公

使
）

と

署

名

し

て
い

る
が
、

正
式

に
は
代

理
公

使

で
あ

っ
た
ら
し

い

（
川

崎
、

前

掲

書
、

一

一
七

頁
）
。

㈲

下

村
富

士
男

『
明
治

維
新

の
外

交
』

大
八

洲
出
版
、

一
九

四

八

年
、

＝

九
ー

二
八

頁
、

ま
た

『
日
本

外
交

文
書
』

第
七

巻
、

文
書
二

四
ニ

ー
六

三
。

ω

肉
訪

嘘
一

婁

・

暑
・
Ｏ
Ｏ
ω
－
８

お

よ

び

『
日

本

外

交

文

書
』

第

一

六

巻
、

文

書

一
六

四
－

九
。

返

還
の

経
緯

に
つ
い

て

は
下
村
、

前
掲
書
、

」

二

四
－
八

頁
、

渡
邊

實
、

前

掲
論

文
、

一
九

ー
二

〇
頁
。

関
係

す
る
記

録
と

し

て

は

『
日

本

外
交

文
書
』

第
八
巻
、

文
書

一
六

四
－

七
、

第
九

巻
、

文

書

一

八

一

－

四
、

第
一

四
巻
、

文
書
一

九
三

－
六
、

第
一

五
巻
、

文
書
一
九

三

ー

二

〇

〇
、

第

一
八

巻
、

文

書
二
六

三
－

七
が

あ

る
。

な
お
一

八
八

五

（
明

治

一

八
）

年

の

末
、

突

然
米

国
公

使
が
事

件

に
関
連

す

る
賠
償
を

要
求
し

た
が
、

日

本

側

は

こ
れ

を
拒

絶
し

て
い
る

（「
千

八

百
六
十

四

年

下

ノ
関

二

於

テ

砲

撃

ヲ

受

ケ

タ
ル

米
国

船

「
モ
ニ

ト
ル
」

号
船

主
要

償
一

件
」
『
日

本
外
交

文
書
』

第
一
九

巻
、

文
書
一

八
六
－

九
）
。

ω

事

件
の

詳
細

は
、

鹿
島
、

前
掲

書
、

第

一
巻
、

二
六

〇

ー

六

頁
、

石

井
、

前

掲
書
、

七

九
九
－

八
〇

九
頁
、

岡
義

武

『
黎

明
期
の
明

治
日

本
』

未

来
社
、

一
九

六

四
年
、

二
三

－
六

頁
。

ま

た
基

本
的
な

外
交

史
料
は

『
日

本

外
交

文

書
』

第

一
巻

に
収
録
。

⑫

岡
、

前
掲

書
、

二

四
頁
注

一
。

⑬

『
日
本

外
交

文
書
』

第

一
巻

一
冊
、

文
書
一

六
七
。

αの

同
右
、

文

書
一
八

五
、

二

七
六
、

三
九
二
。

た
だ
し

『
日
本

外
交

文

書
』

の

記
録
か

ら
は
、

第

二
回

以
降
の
支

払
が

予
定
ど

お

り
実
施

さ
れ

た

か

明
か

で

な

い
。

⑮

事

件
の

詳
細

に
つ
い

て
は

『
日
本

外
交
文

書
』

第
一

巻
一

冊
、

文

書
二

〇

六
以

下
、

お

よ
び
鹿

島
、

前
掲
書
、

第

一
巻
、

＝

八

－

九

頁
、

石

井
、

前

掲

書
、

八

一

一

ー

六

頁
、

岡
、

前

掲

書
、

三

一

－

七

頁
。

な

お

負

傷

者

の

人

数
は

『
日
本

外
交
文

書
』

第
一
巻

二
冊
、

文

書
五

四
五

に
拠
る
。

⑯

『
日
本

外
交
文

書
』

第
一

巻
二
冊
、

文

書
四
八

八
、

五

四
〇
、

五
四
五
。

αの

『
日
本
外

交
文

書
』

第
三
巻
、

文
書
二
九

九

⊥
二
〇

五
、

第

五
巻
、

文

書
三

二

〇
１

一
、

第

六
巻
、

文

書
二
二
五

⊥
二
七
、

第
七

巻
、

文

書
二

九

四
ー

三

＝
二
。

ま

た

下

村
、

前

掲

書
、

＝
二
一
二
ー

九

頁
。

な
お

本
件

と
同

種
の
、

外
国

に
一
旦
与

え
た

権
益
を

後

に
回
収

し

た

事

例

と

し

て
は

「
七

重
村
プ

ロ
シ
ア
権

益
回
収

問
題
」

が

あ

る
が
、

こ

ち

ら

は

基

本

的
に

日
本

政
府
と

プ
ロ

シ
ア
商
人

の
直
接

交
渉

に
よ
っ

て
決

着
し
て
い
る
。

七

重
村

問
題

に
つ

い
て
詳
し

く
は
下

村
、

前
掲

書
、

＝
二
九
ー

四
六

頁
、

ま

た

『
日
本

外
交

文
書
』

第
二

巻
一
冊
、

文

書
八

七
、

同
巻

二

冊
、

文

書

二

八

○
、

同

巻

三

冊
、

文

書

六

〇

四
、

六

＝
二
、

六

三

八
、

六

四

一
、

六

八

○
、

六

八
三
、

第
三
巻
、

文
書
二
八

二
ー
九
八
。

⑱

当

時

オ

ラ

ン

ダ

は
、

日

本

に

公

使

を

駐

筍

さ

せ

て

お

ら

ず
、

こ

の

総

領

事

兼

外

交

事

務

官

（
○
○
霧

巳
－
Ω

魯
①
鎚

巴

雪

℃
ｏ
一
一
証
Φ
評

〉
αｑ
①
暑
）

が

国

を

代

表

し

て

い

た
。

⑲

『
日
本

外
交

文
書
』

第

一
巻
一
冊
、

文

書

四
二

八

お

よ

び

同

巻

二

冊
、

文

書
五

五
六

参
照
。

な

お
オ

ラ
ン
ダ
側
は
、

今
後
、

損

害
の

補

填

を

日
本

側

に

１９９７
．
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求
め

る
こ
と
を

禁

ず
る
訓

令
が
本

国
政

府
か

ら
届

い
た
場

合
、

賠

償
金

の

全

額

を
返

還
す

る
と

通
告
し
た

が
、

今

回
の

調
査

で
は
返

還
の

形
跡

は
み

あ

た

ら

な

か

っ

た
。

⑳

『
日

本
外

交
文

書
』

第
一
巻

二
冊
、

文
書

五
三

三
、

五
八

九
、

六
〇
八
、

六

三

一
、

第

二
巻
一

冊
、

文

書
一
九

七
、

同

巻
三

冊
、

文
書

五
〇
九
。

ω

『
日
本
外

交
文

書
』

第
五

巻
、

文
書

二
八

六
」
七
、

第
六
巻
、

文
書
一
九
七
－

二

〇

四
。

ま
た

下
村
、

前

掲
書
、

七

〇
１

四
頁
、

入
江
、

前

掲

貫

一
七
八
－

八

○
頁

も
参

照
。

関
連

す
る

研
究
と

し

て
丸
山

國
雄

「
維

新
前

後

に

於

け

る

東

北

諸
藩
の

武
器

購
入
問

題
」
『
歴

史
地

理
』

第

七
一

巻

一

号
、

一

九

三
八

年
、

鮎
沢

信
太

郎

「
幕
末

維
新
史

上
に

暗

躍

し

た

怪

外
人

ス

ネ

ル
」

『
日

本

歴

史
』

一

六
六

号
、

一
九

六
二
年

が
あ

る
。

ｕ

⑫

『
日
本
外

交
文

書
』

第
六

巻
、

文

書
二

〇

四

附

記

ニ

ー

四
、

お

よ

び

第

八

巻
、

文

書

二

〇

五

１

＝

、

第

一

〇

巻
、

・
文

書

二

一

九
。

㈱

『
日
本
外

交
文

書
』

第
六

巻
、

文

書
一
九

七
、

一

九
九
。

⑳

下

村
、

前
掲

書
、

七

四
ー
八

頁
。

本
件

に

関
す
る

史
料

は

『
日

本

外

交

文

書
』

第
二

巻

に
収
録
。

な

お
事

件
の
発

生

日
に

つ
い
て

は
文
書

二

〇

八

附

属

書

一
お

よ
び

文
書

二
四

四
附
属

書
に
拠

り
、

ま

た
慰

籍
の

対
象
と

な

っ

た
、

軍

務
官

に
拘

束
さ

れ
た

日
数
に

つ
い

て
は

文
書

四
〇
九

に
よ
っ

た
。

⑳

事
件

の
発

生
日

に
つ

い
て
、
『
日
本
外

交

文

書
』

第

二

巻
二

冊
、

「
文

書

二

六

二

で
は
五

月
二

八
日
と

な
っ

て
い

る
が
、

損
害
賠

償
が
正

式
に

要

求

さ

れ

た

一
八

七
一

年
以

降
の
記

録

（
た
と

え
ば

第

四
巻
一

冊
、

文
書

二

九

三
）

を

見

る
か

ぎ

り
一
九

日
が
正

し
い
よ

う

で
あ

る
。

本
件

に

つ
い
て
は

『
日

本

外

交
史
辞

典
』

新
版
、

山
川

出
版

社
、

一
九
九
二

年
、
「
ペ

イ
ホ

ー
号

事
件
」

の

項
、

お
よ

び

『
日
本

外
交

文
書
』

第
一
三
巻
、

文

書
二
三

四
附

属

書

一

を

参

照
。

ま
た

関
係

す
る

外
交
史

料
は
、

第
二

巻
二
冊
、

文
書
二

六
二
、

二
七

七
、

二

九

九
、

三
」

七
、

三

七

五
、

三

七

九
、

三

八

八
、

四

一

一
、

四

一

四
、

四

四
七
、

五

〇
〇
。

同
巻
三

冊
、

文

書
五

＝
二
、

五

三
〇
、

五
三

三
、

五
三

四
ゐ

第

四
巻
一
冊
、

文
書

二
九
三

⊥
二
〇
二
、

第
五

巻
、

文
書

二

八

三

ー
五
、

第

六
巻
、

文

書
一

九
三

－
六
、

第

七
巻
、

文

書
二
六
八

－
七

一
、

第

八

巻
、

文

書
一
八

八
－

二
〇

四
、

第

九
巻
、

文

書
一
八
五

ー
九
六
、

第

一

一

巻
、

文

書

一
八

一

⊥

二
、

第

＝
二
巻
、

文
書
二

三
四
－
五
、

第
一
六

巻
、

文

書

一

七

〇

お
よ

び
一

七

二
。

な

お

船

主

切
暮
。
冨
軍
霞

の
読

み

方

に

つ

い

て

は

前

掲

『
日
本
外

交
史

辞
典
』

に
、

同
船

の
廻
航
先

（
横
須
賀
）

に

つ
い

て

は
、

『
日

本

外
交
文

書
』

第

四
巻
一

冊
、

文

書
二
九
二

お
よ
び

附
属

書
に

拠
っ
た
。

㈱

た
だ
し

四
万

ド
ル
の

支
払

は
洋

銀
で
は
な

く
、

同
じ

一
ド

ル
で

も

価

値

の

高

い
米
金

貨
で

行
わ
れ

た

（『
日
本

外
交
文

書
』

第
一
六

巻
、

文

書
一

七
二
、

ま

た
次
注

参
照
）
。

ま
た

『
日

本
外
交

文
書
』

第

＝
二
巻
、

文

書
二

三
五

お
よ

び

そ
の
附

属
書
か

ら
、

こ
の
当

時
、

銀
貨

一
円
と

洋
銀
一

ド
ル
は
等
価

で
あ
っ

た

と

推

定

さ

れ

る
。

⑳

本
件

「
ワ
レ
タ

号
事

件
」

に

つ
い
て
は
、
『
日
本

外
交

文
書
』

第

＝
二
巻
、

文

書
二
一
二
四
附

属
書

二
、

文

書
二
一
二
五
、

お
よ
び

第
一

六
巻
、

文
書
一

七
二
。

な

お
ペ

イ
ホ
ー

号
事

件
と

は
異

り
、

下
関
償

金
返
還

後
の

支
払

は

洋

銀

で

行

わ

れ
た
が
、

こ
の

際
、

契

約
に

基
い

て
米

金
貨
八

○
○

○
ド

ル

に

相

当

す

る

額

（
洋
銀
八

九
八

八
ド

ル
七

六
セ

ツ
ト
）

が
相

手
方

に
支
払

わ
れ

て
い

る
。

レ フ ァ レ ン ス一 ７８ 一
１９９７

．
１２



明 治 前 期 にお ける 日 本 の 国 家 間 賠 償 （一）

⑱

本
件

「
ウ
ィ
ル

ミ

ン
グ

ト
ン

号
事
件
」

に
つ
い

て

は
、

『
日

本
外

交
文
書
』

第

一
三
巻
、

文

書
二
一
二
五
附

記
、

第

一
六
巻
、

文
書

一
七

四
。

な

お

第
一

四

巻
、

文
書
一

九
八

に
よ

れ
ば
、

米
国

人
レ
ミ

ン
グ

ト
ン
と

北

海

道

開
拓

使

の

訴

訟
に

つ
い

て
も
米

国
公

使
か

ら
申
し

入
れ

が
な

さ
れ

て
い

る
が
、

こ

の

件

に

つ

い

て

も
、

い

く

ば

く

か

の

金

銭

を

支

払

う

こ

と

に

よ

り

解

決

を

図

っ

た

よ

う

で

あ

る
。

た

だ

し
、

そ

の

詳

細

お

よ

び

結

末

は

明

か

で

な

い
。

㈱

『
日
本

外
交

文
書
』

第
一

一
巻
、

文
書
一
八

四
。

な

お
西

南
戦

争
の

折
、

鹿

児
島

県
に

雇
傭

さ
れ

て
い

た
外

国
人

が
解
雇

さ
れ

て
い
る

が
、

こ

ち

ら

に

つ

い

て

も

金

銭

が

支

給

さ

れ

た

よ

う

で

あ

る
。

た

だ

し

こ

の

件

に

つ

い

て

は

特

に
本

国
政

府
が

保
護

に
乗

り
出
し

た
形

跡
は
な

い

（『
日

本

外

交

文

書
』

第

一
〇

巻
、

文

書
二
二

〇

ー
四

参
照
）。

⑳

『
日
本
外

交
文

書
』

第

六
巻
、

文
書
三

一
〇

１
九
、

三

二
一

－
八
、

第
七
巻
、

文
書
三

三
九
、

三

四
一
ー

八
、

三
五

〇
、

三

五
八
ー

六
〇
。

な

お

イ
ギ

リ
ス

公
使
も

同
様

の
賠

償
請

求
を

示
唆
し

た
が
、

現
実
の
被
害
が
確
認
さ
れ
な
か
っ

た
た
め
、

具
体

的
な

請
求

は
な

さ
れ
な
か

っ
た

（
第
六

巻
、

文

書

三
一

八
、

三

二
五
、

三
二
八
、

第

七
巻
、

文
書
三

五
二
）
。

ま
た

第
七

巻
、

文
書

三

四
一

か

ら
判

断
す

る
と
、

本

件
以

前
に

も
各
港

で
同

種
の

紛
争
、

お

よ

び

賠

償

の

支

払

が

あ

っ

た

よ

う

で

あ

る
。

⑳

『
日

本
外
交

文
書
』

第

＝

巻
、
・
文
書
一

八
五

ー
九
三
、

第
一

二
巻
、

“
文

書

二

二

〇

ー

六
。

ま

た

川

崎

晴

朗

「
オ

ス

カ

ル

・

へ

ー

レ

ン

と

日

本

（
下
）
」

『
学
鐙
』

第

八
三

巻
六

号
、

一

九
八
六

年
、

五
一

頁
。

な

お
川

崎
論

文
に
よ
れ

ば
、

へ

ー
レ

ン
は

翌
一

八
八

一
年

に
賠
償
金

の
追

加
を

求
め
、

日

本

側

も

こ

れ

を
認

め
た

と
の

こ
と
で
あ

る
が

（
追

加
額

＝
一
＝

四
ド

ル
五
ニ

セ

ン
ト
）
、

『
日
本

外
交

文
書
』

に
は
こ
の
追

加
に

つ
い

て
の

記
録
は

見
当
ら

な
い
。

⑫

事
件

の
詳

細
は
㍉

安

岡
昭
男

「
明

治
十
九

年
長

崎
清

国
水
兵

争

闘

事

件
」

『
法
政

大
学

文
学
部

紀
要
』

三
六

号
、

一
九

九
〇

年

（
一
九

九

一

年

発

行
）
。

ま

た
中

島
雄

「
日

清
交
際

史
提
要
」

第

一
七

編

「
長
崎

事
件
」

（『
日

本

外

交

文

書
』

明
治

年
間
追

補

第
一

冊

所

収
）

も

参

照
。

基

本

的

な

外

交

史

料

は

『
日
本
外

交
文

書
』

第
二

〇
巻
、

文
書

二

三

四

－
五

五
。

な

お

死

傷

者

数

に

つ
い

て
は

安
岡
論

文
、

五

〇

頁

に

拠

っ
た

が
、

事

件

解

決

の

た
め

の
書

簡

（
次

注
参

照
）

で
は

清
国
側
が
八

名
死

亡
し

た
こ
と

に
な

っ
て

い
る
。

㈲

議
定

書
お

よ
び

書
簡
の

本
文
は

『
日
本
外

交
文
書
』

第
二

〇
巻
、

文

書

二

五

一
φ

な

お
本

事
件

に
お
い
て
、

日
本
は

賠
償
支

払
国

で
あ
る

と

同

時

に

受

領

国

で
も
あ

る
が
、

双

方
の
賠
償

金
額

の
多
寡

に
よ

り
、

便
宜

上

こ

ち

ら

に

分

類

し

た
。

⑬の

事

件

の
詳
細

は
、

英
修

道

「
一

八
七

四

年

台

湾
蕃

社

事

件
」

『
法

学

研

究

（
慶
大
）
』

第
二

四
巻
九

・
一
〇
合

併
号
、

一
九

五
一
年
、
．
許

世

楷

「
台

湾

事

件

（
一

八
七

一
ー
一

八
七

四
年
）」

『
季
刊

国
際

政
治
』

二

八

号
、

一
九

六

五

年
、
，
瀬

川
善

信

「
台
湾

出
兵

（
明
治

七
年
）

問
題
」
『
法
学
新

報
』

第
八

○

巻

六
号
、

一
九

七
三
年
、

安
岡
昭
男

「
台
湾
出

兵
」
『
量
事

史
学
』

第
一
〇
巻
一
・

二
合

併
号
、

一

九
七

四
年
、

栗
原
純

「
台
湾

事
件

（
一

八

七
一

［

一

八

七

四

年
）
」
『
史

学
雑
誌
』

第

八
七
巻
九

号
、

一

九
七
八

年
な

ど
。

ま

た

基

本

的

な

外
交
史

料
と

し
て

は
、
『
日
本
外

交
文

書
』

第
七

巻
、

文
書

一
ｉ

二
〇

四
。

㈲

現
地

で
の

交
渉
に

つ
い

て
は
、

許
、

前

掲
論
文
、

四
五
頁

を
参
照
ρ
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㈲

条

款
お
よ
び

愚
単

の
本

文
は
、

外
務

省
条
約

局

『
旧
条

約
彙

纂
』

第

一

巻

第

一
部
、

一
九
三

〇
年
、

六
二

八
－

三
二

頁
。

ま
た
撫

郎
金

な

ど

の

受

領

に

つ
い

て
は
、
『
日
本
外

交
文

書
』

第

七
巻
、

文
書
一
九

七
お

よ
び
二

〇
三
。

さ

ら

に
当

時
の

交
渉

に
お
け

る

日
本
側

の
対
応

に

つ
い
て
は

中
島

雄

「
日

清

交

際
史
提

要
」

第
七

編

「
台

湾
事

件
」

（『
日

本
外
交

文
書
』

明

治

年

間

追

補

第

一

冊
所

収
）

も

参
照
。

⑳

こ
の

点
は
、

日
清

の
交
渉

過
程

か
ら

も
は

っ

き

り
と

看

取

し

う

る
。

『
日

本
外
交

文
書
』

第
七
巻
、

文
書

八

四
、

一
六
六
、

一
六
九

－
七

ｑ

一
七
ニ
ー

九

を
参

照
。

な
お

引

用
し
た

大
久

保
の

言
葉

は
文
書

一
七
二

に
み

え
る
。

⑱

安

岡
、

前
掲

「
台
湾
出

兵
」、

一
〇

二
頁
、

許
、

前
掲

論
文
、

五

一
頁
。

⑲

交

渉
の
詳

細
に

つ
い

て
は
、

鹿

島
守

之
助

『
日
本
外

交
史
』

第

三

巻
、

鹿

島
研

究
所
出

版
会
、

一

九

七
〇

年
、

二

四
八
ー

七
九
頁
、

大
熊

良

一

『
北

方

領
土

問
題
の

歴
史

的
背

景
』

南

方
同

胞
援
護

会
、

一
九

六
四

年
を
、

基

本

的

な

外

交
史
料

は

『
日

本
外

交
文

書
』

第
七

巻
、

文

書
二
二

〇

１
三

四
、

第

八

巻
、

文

書
七
〇

１

＝

壬
二
、

お
よ

び
第
九

巻
、

文

書
一
一

九
団
二

四
を

参
照
。

条
約

お
よ
び

附
属

公
文

は
外

務
省

条
約

局

『
条
約

彙
纂
』

改

訂

第
一

巻
、

一

九

三
六

年
、

二

四
六

一
－
九

頁
。

な
お

こ
の

建
築

物
・

動
産

の
譲

渡
に

伴
い
支

払
わ
れ

た
金

銭
に

つ

い

て
、

『
日

本
外
交

文
書
』

第
九

巻
、

文
書

一
二

四
、

お

よ

び

同

附

属
書

三

－

四

で

は

「
償
金

言
号

ヨ
巳
蔓
」

と

い

う
語
が

用
い

ら
れ

て
い
る
。

ま
た

附
属

公
文

二

款

（
仏

語

正

文
）

に

も
－
ぢ

脅

§

巳
ω
ｏ
江

８

の

語

が

見

え

る
。

㈹

事
変

の
詳

細
は
、

武
田
勝

蔵

『
明
治
十

五
年

朝
鮮
事

変
と

花

房

公

使
』

開

明
堂
、

一

九
二
九

年
、

田

保
橋
潔

「
壬
午

政
変

の
研

究
」
『
青

丘
学

叢
』

二

一

号
、

一
九

三
五

年
の

ほ
か
、

田
中

直
吉

「
日
鮮

関
係

の
一

断
面
」
『
季
刊

国
際

政
治
』

三

号
、

一

九
五
七

年
、

申
國

柱

『
近

代
朝

鮮
外

交
史

研
究
』

有

信
堂
、

一

九
六

六
年
、

＝

＝

１
二

〇
八
頁
、

鹿

島
、

前
掲

書
、

第

三
巻
、

四
ニ

ー

六
〇

頁
。

ま
た

基
本

的
な
外

交
記

録
は

『
日
本
外

交
文

書
』

第
一

五

巻
、

文

書
九

九
－

一
〇
七
、

一
一
〇
、

お
よ
び
一

一
四

－
三
七
。

な

お

田

保
橋

論

文

の
主

要
部

分
は
の

ち
に

改
稿
さ

れ
、

同
氏
の

著
書

『
近

代

日
鮮
関

係
の
研
究
』

上
巻
、

朝
鮮

総
督
府

中
枢

院
、

一
九

四
〇

年

（
一
九

六
三

年

覆

刻
）

に

収
録

さ

れ

た
。

ま

た
事

変
に

お
け

る
犠
牲

者
の
数
に

つ
い

て
は
武

田
、

前

掲
書
、

九

四

頁

に

拠

っ

た
。

ω

済
物
浦

条
約
、

正
式

名
称

「
明

治
十
五
年

京
城

暴
徒
事

変
二

関

ス

ル

日

韓

善

後
約
定
」

の
本

文
は
、

『
旧
条

約
彙
纂
』

第

三
巻
、

一
九
三

四
年
、

一
六
九
－

七

一
頁
。

な

お
交

渉
の

過
程

で
朝
鮮
側

は
、

体
郎

金
の

支
払

に
は

早

い

段

階

で

同
意
し

た
が
、

賠
償

に
関
し

て
は
、

戦
費

賠
償

は
と

も
か

く
損

害

賠

償

に

は

絶
対

に
応
じ

ら
れ

な
い

と
主
張

し
た
。

清

国
の
馬

建
忠

も
、

損
害

賠

償

に

つ
い
て

は
要

求
の

根
拠
が

薄
弱

で
あ
り
、

ま
た

戦
費

賠
償

に

つ
い

て
も
、

実

費

は
最

高
で

も
五

万
円
と

見
積

り
、

日
本
側

に
非
公

式

に
減
額
を

勧
告

し

て

い

る

（
田

保
橋
、

前
掲
書
、

上

巻
、

八
一

六
頁
、

八

二

〇

１

一

頁

及
び

八

四

八

ー
五

〇
頁
。

な

お
、

事

変
の

経
費
に
関

係
す
る

記
録

は

『
日

本
外

交
文
童
昌

第

一
五

巻
、

文

書
一

四
三
ー

五
〇
を

参
照
）。

㈹

田
保

橋
、

前

掲
書
、

上

巻
、

九
二

四
－
五

頁
、

申
、

前

掲

書
、

二

二

七

１
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ハ

明 治 前期 に お け る 日 本 の 国家 間 賠 償 （一）

八
頁
、

田
中

直
吉

「
朝
鮮
を

め
ぐ

る
国

際
葛

藤
の

一
幕
」
『
法
学

志
林
』

第
五

五
巻

二
号
、

一
九

五
七

年
、

二
六

頁
。

返

還
を

定
め

た
往

復
文

書

は

『
旧

条

約
彙

纂
』

第

三
巻
、

一

七
二

ー

四
頁
。

田

中
論

文
お

よ
び
申
、

前

掲

書

（
二

二
八

頁
、

注

一
六
）

は
こ
の

返
還

を
、

前

年
の

米
国

に
よ
る

日

本

へ

の

下

関

償
金

返
還

（
第
一

章
一

④
参
照
）

に
倣

っ
た

も
の
と

し

て
い
る
。

ま

た

田
保

橋
、

前

掲
書

（
上

巻
、

八

二
一

頁
）

に
よ

れ
ば
、

日
本

側

は

条

約

締

結
交

渉

に
際
し

て

「
減
額
を

認
め

る
と
、

日
本

に
減
額

を

勧
告
し

た
清

国

に

朝
鮮

側

が

恩

義
を

感
じ

て
し
ま

う
か

ら
、

あ

く
ま

で
も
条

約

に
は
五

〇
万

円
と

明
記

し
、

別

途

善

後

策

を

講

じ

る

の

が

よ

い
」

と

判

断

し

た

と

い

う

が
、

こ

れ

に

従

う
と

す
れ

ば
、

返
還
は

ま
さ

に
そ
の

善
後

策

で
あ
っ

た
と

考
え

る

こ
と

が

で

き

る
。

㈲

『
日
本
外

交
文

書
』

第

一
九
巻
、

文
書

一

一

六

－
一
＝

、

関

連

す
る

記

録

と

し

て
第
一

八
巻
、

文
書
九

四
ー

一

＝
二
。

な

お
第

一
九
巻
、

文

書
一

二

一

の

記
述

か
ら

判
断

す
る

と
、

当
時

日
鮮

間
に

は
同

種
の

事
件
が

い

く

つ
か

提

起

さ
れ

て
い

た
よ

う
で

あ
る
。

し

か
し

『
日
本

外
交

文
書
』

に

は

こ
れ

ら

に

つ
い

て
の
記

録
は

見
当

ら
ず
、

詳

細
は

不
明

で
あ

る
。

㈹

事
件

に
関

す
る

詳
細

は
、

由
保

橋
、

前

掲
書
、

上

巻
、

八
九

七

－

一

＝
二

三

頁
、

申
、

前

掲

書
、

二

〇

九

ー

八

九

頁
、

鹿

島
、

前

掲

書
、

第

三

巻
、

六

〇

１
一

〇
〇

頁
、

田

中
、

前
掲

「
朝
鮮
を

め
ぐ

る
国

際
葛

藤
の
一

幕
」、

野

瀬

和

紀

「
甲

申
政

変
の

研
究

（
一
）
」
『
朝

鮮
学

報
』

第

八
二

輯
、

一
九
七

七

年
。

ま

た
基

本
史

料
と

し
て
は

『
日
本
外

交
文

書
』

第

一
七

巻
、

文

書

＝

一
－

二

七
、

第
一

八

巻
、

文
書

一
八

四
ｉ
二

〇
二

参
照
。

な

お

邦
人

犠

牲

者

の
数

は

『
日
本
外

交
文
書
』

第
一
七

巻
、

文
書

一
二
五

附
記

に
よ

る
。

㈲

漢
城
条

約
、

正
式

名
称

「
明

治
十
七

年
京

城
暴
徒

事
変
二

関

ス

ル

日

韓

善

後

約
定
」

の
本

文
は
、

『
旧

条
約
彙
纂
』

第
三
巻
、

一

七
五

－
八

頁
。

㈹

天

津
条

約
お
よ

び
照

会
に

つ
い
て
は
、

『
旧
条

約
彙
纂
』

第

一

巻

第

一

部
、

六
三

三
１
七

頁
。

な

お
こ
の

条
約
は
、

日
清
両

軍
が
朝

鮮
か

ら

撤

兵

し
、

将

来
派

兵
の
際

に
は

事
前

に
通
報
す

る
こ
と

な
ど
を

義
務
づ

け

た
も

の
で
あ

る
。

条
約
を

め
ぐ

る
両

国
の
交

渉
に

つ
い
て
は
、

田
保
橋
、

前
掲

書
、

上

巻
、

一

〇
九
七

１

＝
二一
二
頁
、

鹿
島
、

前

掲
書
、

第
三

巻
、

二
〇

一

－

四
七

頁
、

田

中
、

前
掲

「
朝
鮮
を

め
ぐ

る
国
際

葛
藤
の

一

幕
」、

五

八

－

七

一

頁
、

ま

た

『
日

本
外
交

文
書
』

第

一
八
巻
、

文
書

＝

四
－
八

三
。

㈲

事
件

の
概
要

に

つ
い
て

は
、

『
日
本

外
交

文

書
』

第

二

〇

巻
、

文

書

二

二

〇

附
属

書
一
、

ま

た
同

巻
付
録
の

小
冊

子

「
日
本

外
交
文

書
第
二

〇

巻
解
説
」

四
一

⊥
二
頁
。

基

本
的
な

外
交
史

料
は

第
二
〇
巻
、

文
書
二

〇

九

－

三

三

お

よ

び
第
一
＝

巻
、

文
書
一

九
一
－

八
。

㈹

な
お

本
件
に

つ
い

て
、

興
味
深

い
エ
ピ

ソ
ー
ド

が
あ

る
。

本

件

の

賠

償

額

に

つ
い

て
、

日
本
側

は
外

務
省
の

試
算
に

よ
り

四
万
四
五

〇
〇

ド

ル

が

妥

当

と

考

え

て

い

た
。

し

か

し

最

初

の

訓

令

に

こ

の

額

が

明

示

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

た
め
、

や
む

な
く

陸
奥

公
使
は
、

具

体
的
な

賠
償
見

積
ゆ
と
、

そ

の

額
を

相

手
方
に

公
然
と

要
求
す

べ
き
か

に

つ
き
、

改
め

て
外
務
省

に

請

訓
す

る
。

と

こ

ろ

が

こ

の

当

時
、

東

京

「

ワ

シ

ン

ト

ン

間

の

郵

便

に

よ

る

連

絡

は

片

道

約
一

か
月
を

必
要
と

し
た
。

し

か
も

事
務
手

続
等
に

時
間
を

要
し

た

た

め
、

彼
が

外
務
省

か
ら
の

回
訓

を
受
取

っ
た
と
き
、

請
訓
か

ら
す

で
に

三

か

月

以
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上

が
経
過

し

て
い

た
・
（
も
ち

ろ
ん
、

米
国
と

の
交

渉
の
機

会
は

既

に

失

わ

れ

て

い
た
）
。

そ

の
た
め

本

国
へ
の

報
告

の
中

で
陸
奥

は
馬
「
畢

寛

当

初

ノ

御

訓

令

稽

々

簡

単

二

過

キ
、

本

官

ヲ

シ

テ

我

政

府

ノ

深

意

ノ

ア

ル

ト

コ

ロ

ヲ

知

ル

ニ

苦
マ

シ
メ
、

始
終

本
官

ヨ
リ
断

然
国

務
長
官

二
公

言
ス
ヘ

キ
機

会

ナ

カ

ラ

シ

メ
候
二

由

リ
、

常

二
癒

所
二

手
ノ
達

セ
サ
ル

感

ヲ
抱
キ

居
、

遂
二

今

日

ノ

運

二
相

成
候
」
（『
日
本

外
交

文
書
』

第

二
一
巻
、

文
書
一

九

八

附

記
一

よ

り

引

用
、

た
だ

し

適
宜

読
点

を
付
し

た
）

と

憤
慮
を

洩
ら

し
て

い

る
。

も

っ

と

も

日
本

側
は
、

当
初

か
ら

賠
償
金

額
の

多
寡
を

論
じ

る

つ
も
り

は
な

く
、

し

た

が
っ

て
仮

に
、

最

初
の

訓
令

で
本

国
の
意

向
が
正

確
に

伝
え

ら
れ

て
い

た

と

し

て

も
、

結

果

は

さ

ほ

ど

変

ら

な

か

っ

た

で

あ

ろ

う
。
．

㈲

『
日
本
外

交

文
書
』

第

二

四
巻
、

文

書

＝
二
九
。

㈹

同
右
、

お
よ

び
第

二
六

巻
、

文

書
二
〇

二
附

記
参

照
。

㈹

田
保

橋
》

前
掲

書
、

下

巻
、

一
九

四
〇
年

（
一
九

六
四

年
覆
刻
）、

五
三

－

六

頁
。

田
中
、

前
掲

「
日
鮮

関
係
の

一
断

面
」、

六

九
－

七
〇

頁
。

⑫

旧
規

則

の
本

文
は
．『
旧
条

約
彙
纂
』

第
三
巻
、

一
五

－
二

σ

頁
、

新

規
則

の
本

文
は

同
巻
、

二
七

ー
五
一

頁
。

な

お
防
穀

の
制

度
に

つ
い

て

は

『
田
本

外
交

文
書
』

第
二

五
巻
、

文
書
一

五
五

附
属
書

も
参

照
。

⑲

『
日
本

外
交

史
辞

典
』

新

版
、

山
川

出
版

社
、

一
九

九
二

年
、

「
防

穀

令
事

件
」

の

項
に

よ
れ
ば
、

事

件
は
一

八
八

四

（
明

治
一
七
）

年

か

ら

一

九

〇
一

（
明

治
三

四
）

年

ま
で

に
二

七
件

発
生
し

た
と

さ
れ

る

が
、

こ

れ

が

防

穀

令

の
発

令
そ

の
も

の
の

回
数
な

の
か
、

発
令
が

紛

争
に

発
展
し

た
数

な

の

か

は

詳
か

で
な

い
。

な

お
関

連
す

る
報
告

が

『
日

本
外
交

文
書
』

に

収

録

さ

れ

る

の
は
、

一
八
八

八

（
明
治

二
一
）

年

（
第
二
一

巻
、

文

書
九

八

ー

一

〇

五

Ｙ

以

降

の

こ

と

で

あ

る
。

㈱

事

件
の

詳
細
は

田
保
橋
、

前
掲

書
、

下
巻
、

五

三
１

＝
二
四

頁
、

鹿

島
、

前

掲
書
、

第

三
巻
、

一
〇

五

⊥
二
六

頁
、

ま
た

『
日
本
外

交

文

書
』

第

二

五

巻
、

文
書
一

五
五
附

属
書
。

両

国
の

交
渉
に

関
す
る

外
交

記
録
は

第
二
二
巻
、

文

書
一
六

七
－
七

六
、

第
二
一
二
巻
、

文
書
八

六
－
一

〇
五
、

第

二

五

巻
、

文

書
一

二
五

－
五

七
、

第
二
六

巻
、

＝
二
九
－

二
〇
二
。

㈲

『
日
本
外

交
文

書
』

第
一、一
六

巻
、

文

書
一
七

八
。

ま
た

当

時

の

外

務

次

官

林

董
の

回
顧
録

も
参

無

（
林
董

「
回
顧
録
」
『
後
は

昔
の

記
他
』

東
洋

文
庫
、

一

九
七

〇
年
、

七

〇
１
二

頁
）。

な

お
蓑

世

凱

は
、

本

件

に
関

し

て

当

初

か

ら
朝
鮮

寄
り

の
立
場
を

と

り
、

こ
れ
を

支
援

し
て
い

た
と

い
う

（
鹿

島
、

前

掲

書
、

第

三

巻
、

一

二

四

ー

五

頁
）
。

㈲

『
日
本
外

交
文

書
』

第
二
六

巻
、

文

書
一

八

一

－

二
。

な

お

黄
海

道

二

重

課
税

事
件
と

は
、

一
八

八
九

（
明
治
二
二
）

年
に

防
穀
令

事

件
と

関
連

し

て

発
生

し
た
、

地

方
官

に
よ
る

不
当

課
税
事
件

で
あ

る

（
第
二

二

巻
、

文
書

一

六
八

－
九

参
照
）。

ま

た
こ

れ
ら

四
件
に

対

し

て
支

払

わ

れ

た

二

万

円

の

配

分

に
つ
い

で
は
、

第
二

六
巻
、

文
書
二

〇
二

附
記
一

別
紙
を

参

照
。

な

お

こ

の
当

時
、

日
鮮

間
に

は
懸
案

が
山

積
し
て

お
り
、

日
本
側
が

そ

の

早

期

解

決

を
要

請
し

て
い
た

こ
と
が

同
巻
、

文
書

＝
二
六

－
八
か

ら
窺
わ

れ
る
。

（
い

と

う

し

ん

や

・

外

交

防

衛

課
）

レ フ ァ レ ン ス一 ８２ 一
１９９７Ｌ１２
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